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住みやすさ

住みよい
34.0%

ずっと
住み続けたい
38.0%

当分の間
転居するつもりはない
43.6%

他へ移りたい
10.0%

分からない 7.6%

無回答 0.8%

まあ住みよい
50.4%

どちらともいえない
9.7%

どちらかといえば
住みにくい
2.7%

住みにくい 1.7%
わからない 0.6%

無回答 0.9%

定住意向
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緑あふれるまち

下水道が
整備されたまち

安全な水道水を安定的に利用できるまち

水と親しめるまち

道路整備が
進んだまち

景観が整備されたまち

公共交通機関が
整備されたまち

市街地が
魅力的なまち

雨に強いまち

安全で快適な歩行空間が
整備されたまち

資源を無駄にしない循環型のまち消防体制が充実したまち

市民が自発的に
行動するまち

人権を尊重するまち

情報化に対応したまち

地域間の交流が
盛んなまち

一人ひとりの個性と
能力が発揮できるまち

市民と市が
協働するまち

平和の尊さを
実感できるまち

様々な芸術・文化を育むまち
子どもの教育環境が
充実したまち
税金が効率的に
使われているまち

青少年が健やかに
成長できるまち

産業に活気のあるまち

商業に賑わいのあるまち

安心して働けるまち

スポーツ・レクリエーションに
親しめるまち

災害に強いまち

防犯対策が充実したまち

公害など
環境汚染がないまち

健康的に生活できる環境が
保全されたまち

生涯健康に暮らせるまち

子育てへの支援が充実したまち

高齢者が安心して暮らすことができるまち

いつでも安心して
医療が受けられるまち

障がい者が自立して
暮らすことができるまち

地域の福祉が
充実したまち

多様な学習機会の
あるまち

第１領域

第４領域

第２領域

第３領域

重要度（問6で重要と回答した人の割合）

満
足
度
（
問
５
の
質
問
に
基
づ
く
満
足
度
ス
コ
ア
）

（1） 保健・医療・福祉
 ― 健やかでしあわせな社会を創る ―

（2） 学校教育・生涯学習と文化
 ― 個性をみがく人づくりと文化環境を創る ―

（3） 環境と市民生活
 ― すがすがしく安全な環境を創る ―

（4） 産業と労働
 ― 活力とゆとりの産業社会を創る ―

（5） 都市基盤と生活基盤
 ― 豊かな生活を支える基盤を創る ―

（6） 参加と交流
 ― 相互理解と協働の社会を創る ―

（7）構想推進のために

座標点 章（分野）名
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131,706 132,853 133,948
135,016 136,038 137,048

13.8%

人口 高齢化率

13.9%
14.4%

14.9%
15.4%

15.8% 16.0% 16.2% 16.4% 16.5%
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自主財源依存財源 依存財源割合 自主財源割合
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分野

分野

分野

分野

分野

施策 1 子育て不安の解消

施策 2 子育て家庭への経済的支援

施策 3 保育環境の充実

施策 4 幼児教育の充実促進

施策 5 児童・青少年の健全育成

施策 6 児童・青少年の活動促進

施策 7 確かな学力の育成

施策 8 教育環境の充実

施策 9 生涯学習推進体制の強化

施策 10 生涯学習活動の促進

施策 11 芸術文化活動の推進

施策 12 図書館・郷土博物館サービスの充実

施策13 スポーツ・レクリエーション推進体制の充実

施策 14 スポーツ・レクリエーション活動の推進

① 子育て支援

② 児童・青少年育成

③ 学校教育

④ 生涯学習

⑤ スポーツ・レクリエーション

基
本
目
標

子
ど
も
の
成
長
と
生
涯
に
わ
た
る
学
び
の
ま
ち

Ⅰ
み
ん
な
で
つ
く
ろ
う　

水
と
緑
を
活
か
し
た

幸
せ
を
実
感
で
き
る
ま
ち　

と
だ

戸
田
市
の
将
来
都
市
像

子どもの成長と
生涯にわたる学びのまち

基本目標 Ⅰ

誰もが健康でいきいきと
生活できるまち

基本目標 Ⅱ

安心して安全に暮らせるまち基本目標 Ⅲ

緑と潤いのあるまち基本目標 Ⅳ

快適で過ごしやすいまち基本目標 Ⅴ

活力と賑わいを創出できるまち基本目標 Ⅵ

人が集い心ふれあうまち基本目標 Ⅶ

着実な総合振興計画の実行に向けて
目標



分野

分野

分野

分野

分野

分野

施策 28 消防体制の充実

施策 29 救急体制の充実

施策 30 火災予防の推進

施策 31 地域防災力の強化

施策 32 防犯体制の強化

施策 33 交通安全対策の推進

施策 34 消費生活の安全確保

施策 35 市民相談機能の充実

施策 36 平和意識の向上

施策 37 人権意識の高揚

① 消防・救急

② 防災

③ 防犯

④ 交通安全

⑤ 消費生活

⑥ 平和と人権

基
本
目
標

安
心
し
て
安
全
に
暮
ら
せ
る
ま
ち

Ⅲ

分野

分野

分野

分野

分野

分野

施策 15 地域医療体制の整備

施策 16 健康づくり支援の充実

施策 17 健康づくり体制の推進

施策18 地域福祉の推進体制づくり

施策 19 地域福祉意識の醸成と活動の促進

施策 20 介護保険サービスの充実

施策 21 高齢者の社会参加の促進

施策 22 高齢者の生活支援の充実

施策 23 国民健康保険制度の円滑かつ安定的な運営

施策 24 国民年金事務の円滑な運営

施策 25 生活困窮者支援の充実

施策 26 自立支援対策の推進

施策 27 障がい福祉環境の整備

① 医療

② 健康づくり

③ 参加型地域福祉

④ 高齢者福祉

⑤ 社会保障

⑥ 障がい者（児）福祉

基
本
目
標

誰
も
が
健
康
で
い
き
い
き
と
生
活
で
き
る
ま
ち

Ⅱ



分野

分野

分野

分野

分野

分野

分野

分野

施策 47 都市マスタープランの推進

施策 48 土地利用の秩序づくり

施策 49 新曽中央地区の整備

施策 50 新曽第一、第二地区の土地区画整理

施策 51 賑わいのある駅周辺市街地の形成

施策 52 安全な生活道路の整備

施策 53 安全な橋梁の整備

施策 54 道路網の整備・充実

施策 55 治水機能の向上

施策 56 住まいの安定的な確保

施策 57 良好な住環境の形成

施策 58 協働による地区の景観形成の推進

施策 59 公共施設等の景観形成の推進

施策 60 デザインによる景観形成の推進

施策 61 効率的な上下水道事業の運営

施策 62 上水道の充実

施策 63 公共下水道の普及促進

施策 64 地域公共交通網の充実

施策 65 駅周辺自転車対策

① 土地利用

② 市街地整備

③ 道路

④ 河川・水路

⑤ 住宅

⑥ 景観形成

⑦ 上下水道

⑧ 公共交通

基
本
目
標

快
適
で
過
ご
し
や
す
い
ま
ち

Ⅴ

分野

分野

分野

分野

施策 38 潤いのある緑地空間の創造

施策 39 緑地・緑道の整備促進

施策 40 魅力ある公園づくり

施策 41 水辺環境の整備

施策 42 環境マネジメントシステムの推進

施策 43 公害対策の推進

施策 44 温暖化対策

施策 45 ごみの減量と循環型社会の構築

施策 46 環境衛生対策の充実

① 緑地・緑化

② 公園・水辺

③ 地球環境保全

④ 廃棄物・リサイクル

基
本
目
標

緑
と
潤
い
の
あ
る
ま
ち

Ⅳ



分野

分野

分野

施策 66 新たな産業の創出支援

施策 67 労働環境の整備

施策 68 中小企業の経営基盤の支援

施策 69 地域産業の支援

施策 70 地域資源を活かしたシティセールス

施策 71 都市型農業の振興

① 産業創出・育成

② 産業振興

③ 地域資源

基
本
目
標

活
力
と
賑
わ
い
を

創
出
で
き
る
ま
ち

Ⅵ

分野

分野

分野

分野

分野

施策 72 地域コミュニティの活性化

施策 73 ボランティア・市民活動の支援

施策 74 男女共同参画の推進

施策 75 情報の公開・個人情報の保護

施策 76 広報活動の充実

施策 77 地域情報化の推進

施策 78 行政情報化の推進

施策 79 国際・国内交流の促進

施策 80 市内在住外国人への支援の充実

① 協働

② 男女共同参画社会

③ 市政情報の提供

④ 地域の情報化

⑤ 国際交流・国際化・国内交流

基
本
目
標

人
が
集
い
心
ふ
れ
あ
う
ま
ち

Ⅶ



分野

分野

分野

施策 81 地域力の向上

施策 82 経営体制の確立

施策 83 進行管理システムの確立と実施

施策 84 住民基礎情報の管理

施策 85 民間活力の導入

施策 86 財源の確保

施策 87 職員の育成による組織の活性化

施策 88 健全な財政運営

施策 89 施設の計画的な管理

施策 90 市政の透明性の確保

① 市民とともにつくる地域経営

② PDCAを活用した行政経営

③ 効率的な行政運営

目
標

着
実
な
総
合
振
興
計
画
の
実
行
に
向
け
て



分野

分野

分野

分野

分野

施策 1 子育て不安の解消

施策 2 子育て家庭への経済的支援

施策 3 保育環境の充実

施策 4 幼児教育の充実促進

施策 5 児童・青少年の健全育成

施策 6 児童・青少年の活動促進

施策 7 確かな学力の育成

施策 8 教育環境の充実

施策 9 生涯学習推進体制の強化

施策 10 生涯学習活動の促進

施策 11 芸術文化活動の推進

施策 12 図書館・郷土博物館サービスの充実

施策13 スポーツ・レクリエーション推進体制の充実

施策 14 スポーツ・レクリエーション活動の推進

① 子育て支援

② 児童・青少年育成

③ 学校教育

④ 生涯学習

⑤ スポーツ・レクリエーション

基
本
目
標

子
ど
も
の
成
長
と
生
涯
に
わ
た
る
学
び
の
ま
ち

Ⅰ



基
本
目
標

Ⅰ

基
本
目
標

Ⅰ

参考資料

① 相談事業の充実

② 地域子育て支援拠点の利用と子育て支援事業への市民参加の促進

指標名 指標の説明
目標値

その他
H21 H27

訪問件数

「安心して子どもを生み育
てることができる」とする
市民の割合

地域子育て支援拠点利用者
数（親子ふれあい広場・子育
て支援センター・戸田公園
駅前子育て広場等）

年　度
親子ふれあい広場 子育て支援センター 合　　計

施設数 利用者数 施設数 利用者数 施設数 利用者数

主な取り組み

施策指標

市民・地域の協力

子育て不安の解消

施策の目的

施策1

市民が安心して楽しく子育てができる環境を整備し、
子育てにおける孤独感や不安感を解消します。

基本目標 分野Ⅰ

【ファミリー・サポート・センター】

【乳幼児健診】



基
本
目
標

Ⅰ

基
本
目
標

Ⅰ
① ひとり親家庭支援の充実

② 家庭保育室保育料軽減助成金制度の拡充

③ こども医療費助成制度の充実

指標名 指標の説明
目標値

その他
H21 H27

ひとり親家庭就業支援
事業の利用者数

家庭保育室利用人数

こども医療費の
助成割合

主な取り組み

施策指標

市民・地域の協力

参考資料

子育て家庭への経済的支援

施策の目的

施策2

市民が安心して子育てができるよう、子育てにおける経済的負担を軽減します。

基本目標 分野Ⅰ

【家庭保育室】

【次世代育成支援行動計画】

年　　度 登録乳幼児・
児童数 支給件数 支　給　額 年　度 施設数 児童数





基
本
目
標

Ⅰ

基
本
目
標

Ⅰ
① 幼稚園への補助と保護者への経済的支援

② 幼稚園の保育機能充実への支援

③ 幼保小の連携体制の強化

指標名 指標の説明
目標値

その他
H21 H27

預かり保育など
実施幼稚園数

幼保小連携活動数

主な取り組み

施策指標

市民・地域の協力

参考資料

幼児教育の充実促進

施策の目的

施策4

市内の幼稚園教育を充実させ、幼児教育を受ける機会を拡大することで、
幼児たちが、心豊かにたくましく生きる力を身につけられるようにしていきます。

基本目標 分野Ⅰ

保育園、家庭保育室 、学童保育室などの増設

思いやりのある心を育てる、子どもを取り巻く人の教育

【家庭保育室】

年 園数 学級数 園児数



基
本
目
標

Ⅰ

基
本
目
標

Ⅰ
① 児童・青少年の放課後居場所づくり

② 児童・青少年の学校外活動の機会充実

③ ボランティアの確保

指標名 指標の説明
目標値

その他
H21 H27

放課後子ども教室
実施校数

地区子ども会の
加入総数

通学合宿を実施する
団体数

主な取り組み

施策指標

市民・地域の協力

参考資料

児童・青少年の健全育成

施策の目的

施策5

児童・青少年の積極的な社会活動への参加を通じて、社会の一員としての自覚を
促し、家庭・学校・地域・行政が一体となり、児童・青少年が健全に成長できるよう
にします。

基本目標 分野Ⅰ

多様な主体でまちを支える・戸田ぐるみのまちづくり

【放課後子ども教室】

【ＮＰＯ】

年　度 会員数



基
本
目
標

Ⅰ

基
本
目
標

Ⅰ
① 青少年の広場を確保

② 児童・青少年の新たな居場所の創出

③ 「児童センター（プリムローズ）」における児童と中高校生の利用及び交流促進

④ 「こどもの国」の再整備

指標名 指標の説明
目標値

その他
H21 H27

屋外の居場所の確保

屋内の居場所の確保

児童センター（プリム
ローズ）の中学生・高校
生の利用者数

主な取り組み

施策指標

市民・地域の協力

参考資料

児童・青少年の活動促進

施策の目的

施策6

児童・青少年が健全に過ごせる居場所や安心・安全に過ごせる活動拠点を整備する
ことで、児童・青少年の活動を促進します。

基本目標 分野Ⅰ

年　度 利用者数



基
本
目
標

Ⅰ

基
本
目
標

Ⅰ
① 学習意欲を高めるためのわかる授業、楽しく学べる授業づくり

② 教員のライフステージに応じた「戸田市教職員専門研修」の充実

③ 学校応援団事業の推進と学校評価の充実

指標名 指標の説明
目標値

その他
H21 H27

授業がわかる調査
(小学生)

授業がわかる調査
(中学生)

授業に対して取り組む
姿勢に係る調査
（小学生）

授業に対して取り組む
姿勢に係る調査
（中学生）

主な取り組み

施策指標

市民・地域の協力

確かな学力の育成

施策の目的

施策7

一人ひとりに応じたきめ細やかな指導により、
市内小・中学校の児童生徒が、確かな学力を身につけるようにしていきます。

基本目標 分野Ⅰ

学ぶ喜びがわかる・子どもを地域で育てる

思いやりのある心を育てる・子どもを取り巻く人の教育

自然から学べる・体験できるまち 【わくわくティーチャー】

【ＮＰＯ】

【PDCAサイクル】



基
本
目
標

Ⅰ

基
本
目
標

Ⅰ
① 学校、学校医、その他の関係機関との連携

② 単独校給食調理場の計画的な整備

③ 学校施設の維持保全改修

指標名 指標の説明
目標値

その他
H21 H27

定期健康診断実施後の
改善率

単独校調理場の整備率

維持保全改修の
実施校数

主な取り組み

施策指標

市民・地域の協力

教育環境の充実

施策の目的

施策8

学校における児童生徒の健康の保持増進を図るとともに、安全でおいしい給食を
提供することにより、児童生徒が健全な学校生活を送ることができるようにします。
また、安心して過ごすことができる学校施設を維持することで、児童生徒が快適
に学校生活を過ごすことができるようにします。

基本目標 分野Ⅰ



基
本
目
標

Ⅰ

基
本
目
標

Ⅰ
① 市民大学 実施体制の整備

② 人材バンク の登録

③ 公民館を活用した生涯学習体制の整備・充実

④ 生涯学習施設の管理体制の検討

指標名 指標の説明
目標値

その他
H21 H27

市民大学該当講座数

人材バンク登録数

公民館講座の延べ
参加者数（4館合計）

主な取り組み

施策指標

市民・地域の協力

参考資料

生涯学習推進体制の強化

施策の目的

施策9

生涯学習環境の整備を通じ、市民一人ひとりが自分の持つ夢や希望を実現するた
めに、生涯にわたる学びの精神を養えるようにします。

基本目標 分野Ⅰ

【人材バンク】

【市民大学】

年　度 上戸田公民館 下戸田公民館 美笹公民館 新曽公民館 全館



基
本
目
標

Ⅰ

基
本
目
標

Ⅰ
① 多くの市民が生涯学習に参加できる機会づくり

② 生涯学習活動リーダーの養成

③ サテライト大学の開設

指標名 指標の説明
目標値

その他
H21 H27

市民大学該当講座の
出席者数

大学・大学院等の
聴講生の数

サテライト大学
学生数

主な取り組み

施策指標

市民・地域の協力

生涯学習活動の促進

施策の目的

施策10

市民の誰もが生涯を通じて、様々な学習活動を行い、学習で得た知識や技術を積
極的に地域で活用することで、誰もが創造的で、豊かな生活を送ることができる
ようにします。

基本目標 分野Ⅰ

【市民大学】



基
本
目
標

Ⅰ

基
本
目
標

Ⅰ
① 芸術文化活動の普及

② 芸術文化活動の参加機会の創出

③ 地域の歴史・文化の再発見

指標名 指標の説明
目標値

その他
H21 H27

文化祭・音楽祭などの
来場者数

芸術文化自主発表件数

戸田市の歴史・文化の
講座の参加者数

主な取り組み

施策指標

市民・地域の協力

芸術文化活動の推進

施策の目的

施策11

市民の芸術文化に対する関心を高め、質の高い音楽や芸術に触れることのできる
環境を整え、市民自らの活躍できる機会をつくるなど、市民の芸術文化活動を促
進します。
また、郷土の貴重な文化財に触れることで郷土愛を育み、地域文化の創造を図り
ます。

基本目標 分野Ⅰ

芸術への関心を育てる・表現する場を充実させる

【市展】

【史ある記マップ】





基
本
目
標

Ⅰ

基
本
目
標

Ⅰ

施設の種類 昼夜の区分 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度

④ 適切な施設管理運営

指標名 指標の説明
目標値

その他
H21 H27

総合型地域
スポーツクラブ会員数

スポーツ・レクリエー
ション実施率

主な取り組み

施策指標

市民・地域の協力

参考資料

スポーツ・レクリエーション推進体制の充実

施策の目的

施策13

市民の誰もが年齢や体力に応じてスポーツやレクリエーションを楽しむことがで
きるようにします。

基本目標 分野Ⅰ

スポーツで人間育成に取り組むまち・体を活性化させるまち

【総合型地域スポーツクラブ】

【土地区画整理事業】

③ 新たな運動ニーズへの対応と総合型地域スポーツクラブの普及促進

② スポーツ施設の整備

① 幅広い市民へのスポーツ施設の開放



基
本
目
標

Ⅰ

基
本
目
標

Ⅰ
① 市民に対するスポーツ・レクリエーション活動の普及

② スポーツ・レクリエーション公認指導者などの発掘・育成

③ 戸田ボートコースを活かしたスポーツ・レクリエーション事業の展開

指標名 指標の説明
目標値

その他
H21 H27

スポーツ教室参加者数

スポーツ・レクリエー
ション指導者数

スポーツセンター
利用者満足度

主な取り組み

施策指標

市民・地域の協力

参考資料

スポーツ・レクリエーション活動の推進

施策の目的

施策14

健全なスポーツ・レクリエーション団体の育成と指導者の資質向上を図るととも
に、市民のスポーツ・レクリエーション活動を促進します。
また、戸田ボートコースを活かした、戸田市独自のスポーツ・レクリエーション
活動を展開します。

基本目標 分野Ⅰ

スポーツで人間育成に取り組むまち・体を活性化させるまち

戸田への愛着を育てる・戸田がふるさとと思えるまちづくり



分野

分野

分野

分野

分野

分野

施策 15 地域医療体制の整備

施策 16 健康づくり支援の充実

施策 17 健康づくり体制の推進

施策18 地域福祉の推進体制づくり

施策 19 地域福祉意識の醸成と活動の促進

施策 20 介護保険サービスの充実

施策 21 高齢者の社会参加の促進

施策 22 高齢者の生活支援の充実

施策 23 国民健康保険制度の円滑かつ安定的な運営

施策 24 国民年金事務の円滑な運営

施策 25 生活困窮者支援の充実

施策 26 自立支援対策の推進

施策 27 障がい福祉環境の整備

① 医療

② 健康づくり

③ 参加型地域福祉

④ 高齢者福祉

⑤ 社会保障

⑥ 障がい者（児）福祉

基
本
目
標
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Ⅱ地域医療体制の整備

施策の目的

施策15

救急医療体制の強化と診療機能の充実により、地域医療体制を確保し、
市民が安心して医療を受けることができるようにします。

基本目標 分野誰もが健康でいきいきと生活できるまち ① 医療Ⅱ

　戸田市では、一次（初期）及び二次の救急医療につ
いて、受診医療機関の体制はほぼ整備されています。
　また、市民医療センター（旧 医療保健センター）
については、築後約40年が経過し、老朽化が著し
く、耐震性やバリアフリー化への対応が十分ではあ
りません。
　医療サービスの面から更なる向上を図る必要があ
りますが、その一方で、財政面では厳しい経営状況
となっています。

情報提供の充実
　市の医療行政の内容や今後の医療体制の考え方などを市民が知り、理解できるよう、医療行政につい
て、わかりやすく情報提供をしてほしい。

　市民が救急医療を適正に利用できる
ような環境が必要です。
　また、市民医療センターの機能の充
実を図るとともに、経営健全化へ向け
た効率的な運営が課題です。

施策の現状

市民会議からの意見

課題

① 救急医療の適正な利用に向けた情報発信
　市民が日ごろから自分自身や家族の健康を維持するため、救急医療や健康に関する必要な情
報の提供や、適正な救急医療の利用などについての学習の機会を増やします。

② 市民医療センターの機能充実
　市民が安心して医療を受けることができるよう、市民医療センターの医療機能の充実に努め
ます。

③ 市民医療センターの経営健全化
　市民医療センターが医療サービスの向上に努め、公的医療機関としての使命を果たすととも
に、経営の健全化を目指します。

指標名 指標の説明
目標値

その他
H21 H27

救急医療の適正な利用
の講座への参加者数 講座を受講した人数 － 100人 ［指標算定式］

年間の講座参加人数

市民医療センター施設
利用者満足度

アンケート調査による利用者
の満足度の把握 66.0% 80.0%

［指標算定式］
外来患者に対する出口アン
ケートの回答者数（年1回1週
間継続調査）

主な取り組み

施策指標

市民・地域の協力

　救急の知識や情報を積極的に入手することが望まれます。

参考資料 診　療　事　業 （単位：人）
年　度 計 内科 小児科 循環器科 神経内科 整形外科

平成17年度 41,612 21,647 14,440 1,215 3,987 323

平成18年度 43,099 22,387 16,032 1,309 3,023 348

平成19年度 41,738 21,921 15,347 1,612 2,858 0（休診中）

平成20年度 39,661 21,253 14,286 1,293 2,829 0（休診中）

平成21年度 40,718 21,728 14,411 1,170 2,838 571

資料：市民医療センター　総務課
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Ⅱ健康づくり支援の充実

施策の目的

施策16

市民が健康で、生きがいを持ちながら、自立して活動的に暮らせるようにします。
また、子どもたちが心身共に健やかに成長するために、必要な育児支援を行います。

基本目標 分野誰もが健康でいきいきと生活できるまち ② 健康づくりⅡ

　健康については、戸田市民意識調査（平成20年度
実施）において、保健分野の施策は重要であると考
えている市民が多く、満足度も高い状況にあります。
　戸田市が、健康づくり支援の取り組みとして実施
している事業の実施状況は、乳幼児健診※の受診率
が88.8％、新生児訪問の実施率が76.4％と高い
比率となっていますが、一方で、がん検診の受診率
が24.1％（平成20年度健康増進計画アンケート）
と低い比率となっています。

病気に関する市民講座や医療相談の開催回数の増加
　病気を防ぐためには、直接医師に話を聞ける機会を設けることが有効である。このため、市として市
内の病院に対して市民講座や医療相談の実施を積極的に働きかけ、開催回数を増加させてほしい。また
開催回数には限度があるため、講座の内容を収録し貸し出すなどの補完策をとってほしい。
情報提供の充実
　健康に暮らしていくためには、病気にならないことが重要であるため、予防対策の重要性を理解し実
際に予防活動を行うよう町会単位にビデオを活用して周知するなどわかりやすく情報提供をしてほしい。

　市民の健康意識の向上を図ることや
支援の必要な市民への適切な支援が課
題です。
　また、市民のこころの健康に対する
啓発活動や相談・支援体制の整備が必
要です。

施策の現状

市民会議からの意見

課題

【ピンクリボン運動】 1980年代に米国で始まった、乳がん撲滅のための世界共通の啓発運動です。

【乳幼児健診】 子どもの発育発達の確認や疾病等の早期発見、育児の相談と保健指導を目的に、乳幼児の成長段階に応じて実施する
健康診査です。市では、４か月、１歳、１歳８か月、３歳６か月、５歳の計５回の健診を集団で実施しています。

① 市民への健康づくりに関する周知
　広報やホームページへの掲載、各種健康教室及び戸田市まちづくり出前講座などの啓発活動
を通じて、生活習慣病の予防や育児力の向上に努めます。

② 乳幼児健診の未受診児等支援が必要な市民への適切な対応
　乳幼児健診の未受診児への対応や、生後4か月までの戸田市のすべての子どもの状態の把握
を行うとともに、健診や相談などから支援が必要な市民への働きかけを積極的に行います。

③ がん検診を受診しやすい環境の整備
　がんの予防や検診について、健康教育やピンクリボン運動※を通じて啓発します。また、受
診期間の拡大や対象者全員への検診通知の送付など、受診しやすい環境を整えます。

④ こころの健康に対する相談・支援体制の整備
　こころの健康に対する健康教育の実施や面接相談の実施など、支援体制の整備を行います。

指標名 指標の説明
目標値

その他
H21 H27

がん検診受診率 胃がん・肺がん・大腸がん・子
宮がん・乳がん検診の受診率 24.1% 37.0% 5つのがん検診平均受診率

（平成20年度）から算出

こんにちは赤ちゃん訪
問による生後4か月ま
での把握率

子育てにおけるハイリスクの
市民を問題発生前の適切な時
期に把握できた比率

－ 80.0%

［指標算定式］
実施数÷対象者数×100%
［目標値設定の参考値］
平成20年度新生児訪問実施
率75.5％

こころの健康教育の
実施数 講座の開催回数 － 5回

主な取り組み

施策指標

市民・地域の協力

・市の各種検診（健診）等の情報を積極的に入手し、がん検診などの保健事業に積極的に参加するこ
とが望まれます。
・健康に不安がある時は、早めに相談を受けることが望まれます。

参考資料

乳幼児健診受診率の推移 （単位：％） がん検診受診者数の推移 （単位：人）
年　度 受診率

平成17年度 89.6 

平成18年度 88.6 

平成19年度 89.1 

平成20年度 89.3 

平成21年度 88.8 

年　度 肺がん 胃がん 子宮がん 乳がん 大腸がん

平成17年度 2,327 609 1,748 895 710

平成18年度 2,520 1,046 2,034 1,249 1,174

平成19年度 2,828 1,421 2,393 1,956 1,733

平成20年度 4,767 1,238 2,269 2,655 1,732

平成21年度 8,308 1,256 2,612 3,852 1,780

資料：福祉保健センター資料：福祉保健センター

本施策を推進する個別計画 戸田市健康増進計画
戸田市食育推進計画
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Ⅱ健康づくり体制の推進

施策の目的

施策17

自分や家族の健康づくりについて、自ら学び、行動できる仕組みをつくることで、
市民が健康で元気に暮らせるようにします。

基本目標 分野誰もが健康でいきいきと生活できるまち ② 健康づくりⅡ

　戸田市では、「戸田市健康増進計画」に従い、市民
が健康を維持・向上していけるように、様々な保健
事業に取り組んでいます。しかし、それらの事業に
ついての事業周知が十分ではなく、また、行政の側
も健康づくりに取り組む市民活動の状況把握が十分
ではありません。
　食育については平成22年度に戸田市食育推進計
画を策定し、計画に基づき取り組みを進めています。

病気に関する市民講座や医療相談の周知
　各病院が個別に病気に関する市民講座を実施しており、開催していること自体を知らない市民も多い
ため、市として一括した周知や町会を活用した周知を行ってほしい。

　保健事業について、市民が事業内容
を理解し、積極的に参加できるような
対策を充実する必要があります。
　また、健康づくりや食育を推進する
市民団体の育成、支援体制の充実が課
題です。

施策の現状

市民会議からの意見

課題

① 市民に対する健康づくりに関する情報提供
　｢戸田市健康増進計画｣や｢戸田市食育推進計画｣に基づく、事業推進や評価を行います。また、
健康づくりについて、市のホームページや広報を通じて、情報提供を図ります。

② 市民団体の育成や活動のネットワークづくり
　市民の健康づくり活動やネットワークづくりを支援します。

指標名 指標の説明
目標値

その他
H21 H27

市民が企画した
健康づくり事業

市民が主体となった健康づく
り企画の数 3 6

主な取り組み

施策指標

市民・地域の協力

　健康づくりの活動に積極的に参加することが望まれます。

本施策を推進する個別計画 戸田市保健計画
戸田市健康増進計画
戸田市食育推進計画
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Ⅱ地域福祉の推進体制づくり

施策の目的

施策18

市民の誰もが住みなれた場所で、いきいきと暮らすことができるよう、
市民が必要な時に必要とする福祉サービスを受けることができるようにします。

基本目標 分野誰もが健康でいきいきと生活できるまち ③ 参加型地域福祉Ⅱ

　時代の経過による福祉ニーズの多様化によって、
福祉と保健の統合が求められており、保健機能と連
携した福祉サービスの需要が生じています。
　また、時代の推移により、既存の福祉センターは
市民の求めるコミュニティ機能や福祉的ニーズへの
対応が十分にできていないのが現状です。

高齢者の状況に応じた福祉サービスの提供
　高齢者の福祉を増進するため、介護の必要な状況など高齢者の状況に応じた福祉サービスを社会福祉
協議会※等と連携し実施してほしい。また、高齢者福祉に関し、市で実施しているサービスの内容を多
くの市民に認識、理解されるよう、周知を行ってほしい。
福祉施設の拡充
　新規施設の建設は運営にコストがかかるため、行政がマンションの空き室等を借り上げ、高齢者がボ
ランティアでスタッフとして参加することで費用を抑えながら福祉施設の拡充を図ってほしい。

　福祉と保健の観点から予防や支援を
行うため、多様化する福祉ニーズに柔
軟に対応することが課題です。
　さらに、福祉施設を利用した交流の
場の活性化が課題です。

施策の現状

市民会議からの意見

課題

【地域福祉】 制度によるサービスを利用するだけでなく、地域の人と人とのつながりを大切にし、お互いに助けたり助けられたり
する関係やその仕組みをつくっていくことです。

【NPO】
Non-Profi t Organizationの頭文字で、民間非営利団体の略です。ボランティア団体や公益的な法人を含む概念で、
収益を構成員に分配せず公益のために活動する民間の組織のことです。なお、平成10年に特定非営利活動促進法（NPO
法）が施行し、民間非営利団体が法人格を持って活動できるようになりました。

【社会福祉協議会】 地域社会において、福祉関係者や住民が主体となり、地域の実情に応じて住民の福祉を増進することを目的とする社
会福祉法上の社会福祉法人です。住民、市と並ぶ地域福祉の主役のひとつです。

① 福祉と保健の統合による新たな市民ニーズへの対応
　福祉保健センターにおいて、福祉と保健の観点からの予防や支援を行うため、市民ニーズに
即したメニューの拡充を図ります。

② 福祉センターサービスの充実
　市民の交流の場の活性化のため、福祉センターの適切な維持・管理及び運営を図ることによ
り、高齢者の生きがいづくりと社会参加、市民の生涯学習や地域コミュニティづくりのための
活動の場を提供します。

③ 上戸田福祉センターの再整備
　老朽化している上戸田福祉センターの再整備を行います。また、多世代にわたる市民利用の
多い施設機能を一体整備することにより、地域交流・コミュニティの核を効率的に整備します。

指標名 指標の説明
目標値

その他
H21 H27

福祉センター利用者数 全４館の年間利用者数 276,088人 315,040人

［指標算定式］
平成19年度から平成21年度
までの平均（286,400人）の
10%増

主な取り組み

施策指標

市民・地域の協力

　交流の場として、積極的に福祉センターを活用することが望まれます。また、NPO※などの市民
活動団体の自主事業、自主運営の展開により、事業のメニューを増やす必要があります。

本施策を推進する個別計画 戸田市福祉関連施設再整備基本計画

参考資料 福祉センター利用者数の推移 （単位：人）
平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度

上戸田福祉センター 88,811 87,906 88,153 86,711 84,085

西部福祉センター 28,329 24,743 29,768 25,213 24,233

東部福祉センター 102,298 110,377 104,978 106,678 100,542

新曽福祉センター 82,019 89,326 92,890 48,722 67,228

4館計 301,457 312,352 315,789 267,324 276,088

資料：福祉総務課

76 77



誰
も
が
健
康
で
い
き
い
き
と
生
活
で
き
る
ま
ち

基
本
目
標

Ⅱ

誰
も
が
健
康
で
い
き
い
き
と
生
活
で
き
る
ま
ち

基
本
目
標

Ⅱ地域福祉意識の醸成と活動の促進

施策の目的

施策19

市民の誰もが地域社会の中でいきいきと生活できるよう、共助の精神に基づく地
域福祉※活動を広め、ボランティアの育成と支援により、助力を必要としている
市民が多様な福祉サービスを地域で受けることができるようにします。

基本目標 分野誰もが健康でいきいきと生活できるまち ③ 参加型地域福祉Ⅱ

　地域福祉のニーズは複雑多岐にわたっており、市
民参加による「相互の助け合い」がますます重要なこ
ととなっています。戸田市では、地域福祉推進の中
心となる社会福祉協議会※等の活動を支援し、地域
福祉活動の担い手である民生委員※・児童委員※協議
会等の福祉関係機関の協力のもと、地域における多
様な福祉活動を行っています。
　しかし、福祉関係機関の組織力の低下や地域福祉
活動の新たな担い手が不足しているのが現状です。

　地域福祉に対する意識啓発等を通し
て、参加型地域福祉を推進していく必
要があります。
　また、市民の福祉活動に対する不足
感や、主体的な地域福祉活動の担い手
不足の解消が課題です。

施策の現状 課題

【社会福祉協議会】 地域社会において、福祉関係者や住民が主体となり、地域の実情に応じて住民の福祉を増進することを目的とする社
会福祉法上の社会福祉法人です。住民、市と並ぶ地域福祉の主役のひとつです。

【地域福祉】 制度によるサービスを利用するだけでなく、地域の人と人とのつながりを大切にし、お互いに助けたり助けられたり
する関係やその仕組みをつくっていくことです。

【児童委員】 児童の保健や生活環境の改善など、児童福祉に関する支援・指導を行う民間奉仕者です。児童福祉法に基づき厚生労働
大臣より委嘱され、民生委員を兼務しています。

【民生委員】
民生委員法に基づき、厚生労働大臣が委嘱している民間奉仕者です。住民の生活状態の把握、暮らしに不安がある人
に対する相談・助言・支援、社会福祉事業者または社会福祉活動者との連携・活動支援、福祉事務所その他関係行政機関
への協力などを職務とします。児童福祉法による児童委員を兼務しています。

① 地域福祉ボランティア活動に対する支援
　ボランティア活動に関する相談や担い手の発掘・育成など、社会福祉協議会等による地域福祉
活動を支援します。また、地域福祉に関するボランティア活動の情報提供など、幅広い支援を
行います。

② 地域活動団体との連携
　町会・自治会の地域福祉活動活性化の推進など、社会福祉協議会の実施する事業を支援します。

指標名 指標の説明
目標値

その他
H21 H27

ボランティア団体数 市内の福祉ボランティア団体数 39団体 45団体
［指標算定式］
平成19年度から平成21年度
までの平均（41団体）の10%増

戸田市地域福祉祭り
出店団体数

戸田市地域福祉祭りに出店
する団体の総数 63団体 70団体

［指標算定式］
戸田市地域福祉祭りに出店
する団体の総数

主な取り組み

施策指標

市民・地域の協力

　地域福祉活動に対する理解を深め、自らも地域福祉活動に積極的に参加することが望まれます。

本施策を推進する個別計画 第2期戸田市地域福祉計画　やわらかに響きあう
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Ⅱ介護保険サービスの充実

施策の目的

施策20

高齢者等が要介護状態等となることを予防するとともに、要介護状態等となった
場合においても本人やその家族等に対して、保健、医療、福祉の連携を図り、住
みなれた地域で安心して暮らし続けることができるよう、切れ目のない包括的な
サービスを安定的に提供します。

基本目標 分野誰もが健康でいきいきと生活できるまち ④ 高齢者福祉Ⅱ

① 高齢者施設の整備
　特別養護老人ホーム入所待機者数の増加に対し、特別養護老人ホームを新設します。
　また、市民医療センター（旧 医療保健センター）の建て替えに伴い、介護老人保健施設内
部の改築・増設を行い、床数の増加による待機者数と待機期間の縮減及び短期入所や通所リハ
ビリテーション利用希望者の受け入れ拡大を図ります。

② 地域包括支援センターの体制の整備
　今後増加が予想される高齢者人口を見据え、介護保険サービスや高齢者福祉サービスなど介
護等に関する様々な相談の窓口を充実します。

③ 介護予防の実施
　高齢者を対象に、いつまでも健康で元気に暮らせるように、加齢に伴い生じる生活機能の低下
を早期に発見し、要介護状態にならないよう、心身の予防・維持をするための様々な介護予防
事業への参加を促します。

指標名 指標の説明
目標値

その他
H21 H27

市内特別養護老人ホー
ムの全床数

市内特別養護老人ホーム床数
の合計 190床 290床 ［指標算定式］

市内特別養護老人ホームの全床数

市内介護老人保健施設
の全床数

市内介護老人保健施設床数の
合計 160床 200床 ［指標算定式］

市内介護老人保健施設の全床数

地域包括支援センター
相談件数 包括的支援事業の相談件数 8,459件 10,785件 ［指標算定式］

平成21年度実績値の27.5％増

介護予防教室参加実人数 介護予防教室年間参加実人数 144人 182人

［指標算定式］
介護予防教室の年間参加実人数
［目標値設定の参考値］
高齢者人口の0.9%（平成21
年度参加率）

主な取り組み

施策指標

市民・地域の協力

　寝たきり等の要介護状態にならないよう、日ごろからの運動や定期的な健診の受診が望まれます。

本施策を推進する個別計画 第4期戸田市高齢者福祉計画・介護保険事業計画

参考資料 要介護（要支援）認定者数 （単位：人）

区　分
要介護度別

総　　数 要支援 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5

平成17年度 1,823 115 583 329 303 272 221

平成18年度 1,963 320 317 398 402 303 223

平成19年度 2,108 344 347 446 453 288 230

平成20年度 2,164 414 348 433 446 288 235

平成21年度 2,304 457 385 438 439 315 270

資料：介護保険課

【地域包括支援センター】
地域の高齢者等の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、保健・医療の向上及び福祉
の増進を包括的に支援し、そこで、総合相談支援事業等を行うことで、住み慣れた地域で安心してその人らしい生活
を継続していけるように支援を行っていくことを目的とした機関です。

【特別養護老人ホーム】 65歳以上もしくは必要と認められた高齢者で、常時介護を必要としており、介護保険により要介護1～5と認定され
た方を対象とする入所施設です。

【介護老人保健施設】
病状が安定していて入院治療を必要としない要介護・要支援認定者で、介護を必要とする高齢者の自立を支援し、家庭
への復帰や在宅支援を目指すために、医学的管理のもと、看護・介護のケアやリハビリテーション、また、食事や入浴
などの日常サービスを提供する施設で、長期入所・短期入所・通所リハビリテーションサービスを行います。

【社会福祉協議会】 地域社会において、福祉関係者や住民が主体となり、地域の実情に応じて住民の福祉を増進することを目的とする社
会福祉法上の社会福祉法人です。住民、市と並ぶ地域福祉の主役のひとつです。

　高齢者施設への入所希望者が増加する中、施設の不足
により待機者数に歯止めがかからない状況にあります。
また、高齢者人口の増加に伴い、相談内容の多様化や介
護等に関する相談も増加傾向にあり、地域包括支援セン
ター※など身近における相談窓口機能の充実が求められ
ています。さらに、介護サービスの需要の増加とともに、
介護給付費も増大している中、要介護状態等となること
を予防するための介護予防教室等への参加希望者が少な
い状況です。

　特別養護老人ホーム※・介護老人保健施
設※といった高齢者施設の入所待機者が増
加しており、待機者の縮減が課題です。ま
た、地域包括支援センターの体制整備など、
身近で介護等の相談ができる窓口機能の充
実が課題です。
　さらに、要介護状態等となることを予防
するための介護予防事業の促進も課題です。

施策の現状 課題

市民会議からの意見
高齢者の状況に応じた福祉サービスの提供
　高齢者の福祉を増進するため、介護の必要な状況など高齢者の状況に応じた福祉サービスを社会福祉協議
会※等と連携し実施してほしい。また、高齢者福祉に関し、市で実施しているサービス内容を多くの市民に
認識、理解されるよう、周知を行ってほしい。
福祉施設の拡充
　新規施設の建設は運営にコストがかかるため、行政がマンションの空き室等を借り上げ、高齢者がボラン
ティアでスタッフとして参加することで費用を抑えながら福祉施設の拡充を図ってほしい。
福祉センターの有効活用
　福祉センターを重要な資源と認識し、デイサービスを拡充し、在宅介護の高齢者を福祉センターまで送迎
し、入浴できるようにするなど、施設を活用してほしい。また、送迎等を効率的に実施するため、町会等の
地域との連携を図ってほしい。
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Ⅱ高齢者の社会参加の促進

施策の目的

施策21

高齢者が生涯健康で生きがいのある充実した生活を送ることができるよう、社会
参加の場を確保し、高齢者の希望と能力に応じた働き方ができる環境を整備する
とともに、その活動を支援します。

基本目標 分野誰もが健康でいきいきと生活できるまち ④ 高齢者福祉Ⅱ

　戸田市には、地域で高齢者活動を行っている単位
老人クラブ※が37クラブあり、その老人クラブの
集合体である「戸田市老人クラブ連合会」とともに、
年間を通じて活動を行っています。
　また、戸田市には、「(社)戸田市シルバー人材セ
ンター※」があり、高齢者に軽易な就業を提供し、健
康で生きがいのある生活を生み出す就労事業所とし
て定着しつつあります。
　さらに、地域の高齢者の生きがいにつながるネッ
トワークづくりが求められています。

高齢者同士の集まりの普及、高齢者のネットワークづくり
　高齢者がいきいきと暮らすためには、高齢者に生きがいを持ってもらうことが必要である。このため、
最寄りの福祉センターにて複数の町会合同の催しを行うなど高齢者の居場所を提供し、高齢者同士の集
まりを普及させる、きっかけづくりをしてほしい。これにより、町会単位の活動から複数町会の活動へ
と活動の場が広がり、高齢者のネットワークが形成され、高齢者の活動が活性化する。

　単位老人クラブの高齢者の活動量の
減少により、高齢者のための交流の機
会や生きがいづくりに影響が出てきて
いることが課題です。また、シルバー
人材センター組織の安定的な活動を支
援していく必要があります。

施策の現状

市民会議からの意見

課題

【老人クラブ】 各地域の高齢者が自主的に集まり、社会奉仕、スポーツ活動、教養講座の開催といったことを通じて、老後の生活を
健全で心豊かなものにしようと活動している団体です。

【シルバー人材センター】 企業、家庭、公共団体などから高齢者にふさわしい仕事を引き受け、会員に提供する都道府県知事許可の公益法人です。

① 老人クラブの活性化
　市内の老人クラブの中で「( 財 ) 埼玉県老人クラブ連合会」等が主催するリーダー研修会な
どに会員を派遣するなどし、各クラブの活動の活性化を促すとともに、新たな会員の確保を図
ります。
　また、高齢者が生活に生きがいを感じられるよう、社会奉仕活動や生きがい、健康づくりの
ための活動を行う団体を育成するなど、活動を支援します。

② シルバー人材センター事業への支援
　高齢者の生きがいの場づくりとしてのシルバー人材センター事業に対して、広報利用や市が
主催するイベントなどにボランティアとして積極的に参加してもらうことなどにより、シル
バー人材センターの活動を周知し、その認知度を向上させて、法人や個人の依頼者の増加が図
られるよう支援していきます。

③ 地域で支えるネットワークの整備
　地域住民が自主的に協力し合い、元気高齢者が生きがいの持てる居場所づくりを行えるよう
支援します。

指標名 指標の説明
目標値

その他
H21 H27

老人クラブ会員数 単位老人クラブからの報告人数 2,160人 2,604人

［指標算定式］
平成21年度会員数÷平成21
年度高齢者人口×平成27年
度人口

シルバー人材センター
会員数 年度末会員数 497人 599人

［指標算定式］
平成21年度会員数÷平成21
年度高齢者人口×平成27年
度人口

主な取り組み

施策指標

市民・地域の協力

　高齢者にとっての交流の場、自分の生きがいづくりのため、積極的に地域の老人クラブ活動への
参加が望まれます。

参考資料 老人クラブ会員数・加入率の推移　　 ㈳戸田市シルバー人材センター会員数の推移

資料：長寿福祉課資料：長寿福祉課

本施策を推進する個別計画 第4期戸田市高齢者福祉計画・介護保険事業計画
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Ⅱ高齢者の生活支援の充実

施策の目的

施策22

在宅福祉サービス※の充実を図り、高齢者の在宅生活を支援することで、
高齢者が住みなれた地域で自立した生活を送ることができるようにします。

基本目標 分野誰もが健康でいきいきと生活できるまち ④ 高齢者福祉Ⅱ

　戸田市では、現在多くの高齢者福祉サービスを提
供し、高齢者の在宅での生活をサポートしています。
しかし、近年高齢者人口の増加に伴い、扶助費※等
の支出が増加傾向にあります。一方、高齢者福祉サー
ビスが周知されない現状もあります。
　また、近年高齢者人口の増加と核家族化の進展か
ら、単身の世帯や高齢者夫婦のみの世帯が増加傾向
にあり、後見人の申し立て、孤独死や高齢者への虐
待などといった高齢者の生活に関する問題も顕在化
してきています。

　高齢者の増加により、扶助費など
サービスに係る経費が増大し、現在の
サービス水準の維持が困難になるおそ
れがあります。
　また、高齢者福祉サービスや内容に
ついて、更なる周知を行い、高齢者の
理解を図ることが必要です。
　さらに、高齢者へのきめ細かな福祉
サービスを提供するため、ケースワー
ク体制の充実が必要です。

施策の現状 課題

【扶助費】 生活保護法、児童福祉法、老人福祉法などに基づいて支給される社会保障費や単独で行っている各種扶助の費用をい
います。

【在宅福祉サービス】 高齢者や障がい者などが、住みなれた地域社会や家庭で生活できるように、公的施策や機能の活用、地域住民の協力
などにより行われる社会福祉サービスのことです。

【地域包括支援センター】
地域の高齢者等の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、保健・医療の向上及び福祉
の増進を包括的に支援し、そこで、総合相談支援事業等を行うことで、住み慣れた地域で安心してその人らしい生活
を継続していけるように支援を行っていくことを目的とした機関です。

【民生委員】
民生委員法に基づき、厚生労働大臣が委嘱している民間奉仕者です。住民の生活状態の把握、暮らしに不安がある人
に対する相談・助言・支援、社会福祉事業者または社会福祉活動者との連携・活動支援、福祉事務所その他関係行政機関
への協力などを職務とします。児童福祉法による児童委員を兼務しています。

① 高齢者福祉サービスの充実
　高齢者人口の増加や生活支援サービスに対するニーズの変化に応じ、高齢者福祉サービスの
提供方法や内容について充実を図ります。

② 高齢者福祉サービスの周知活動の実施
　利用希望者が必要な福祉サービスをできるだけ速やかに受けられるよう、相談窓口を市内介
護保険事業所等に拡大するとともに、広報やインターネットなどを通じ定期的なサービス紹介
などを行っていくことで、高齢者に対し、わかりやすい形でサービスの周知を図っていきます。

③ ケースワーク体制の充実
　高齢者に対して、きめ細かい福祉サービスを提供するため、ケースワーカーの対応する地区
割りの見直しをはじめ、民生委員※や地域包括支援センター※などと協力しながら要援護高齢
者への対応の充実を図ります。

指標名 指標の説明
目標値

その他
H21 H27

高齢者向けの情報啓発
高齢者向けの情報啓発のた
め、広報・ホームページ・パン
フレット等における周知活動

6回 8回 ［指標算定式］
各年度末実施回数

緊急連絡システム
利用者数 緊急電話利用者 392人 492人

［指標算定式］
平成20年度利用者数÷平成
20年度高齢者人口×平成27
年度人口

主な取り組み

施策指標

市民・地域の協力

　社会活動に積極的に参加し、地域ぐるみで高齢者の生活を支え合うことが望まれます。

本施策を推進する個別計画 第4期戸田市高齢者福祉計画・介護保険事業計画

84 85



誰
も
が
健
康
で
い
き
い
き
と
生
活
で
き
る
ま
ち

基
本
目
標

Ⅱ

誰
も
が
健
康
で
い
き
い
き
と
生
活
で
き
る
ま
ち

基
本
目
標

Ⅱ国民健康保険制度の円滑かつ安定的な運営

施策の目的

施策23

市民（被保険者）が病気やけがをしたときに、誰もが安心して医療サービスを受
けることができるように国民健康保険※制度を運営し、保険加入者の健康の保持、
増進に努めます。

基本目標 分野誰もが健康でいきいきと生活できるまち ⑤ 社会保障Ⅱ

　医療費は年々増加する傾向にある一方で、保険税
の収納率の伸び悩みにより、国民健康保険事業の運
営は厳しいものとなっており、国においても、新た
な医療制度（平成25年度開始予定）が検討されてい
ます。
　今後戸田市においても、高齢者の増加に伴い、生
活習慣病の増加とともに、医療費の増加が見込まれ
ます。

　国民健康保険事業を維持、充実する
ためには、医療費の伸びを抑えつつ、
財源の安定的な確保が必要です。
　また、生活習慣病対策として特定健
康診査※・保健指導を充実させていく
ことが課題です。
　さらに、新たな医療制度に対応でき
る基盤づくりとして、市民の国民健康
保険制度に対する理解が必要です。

施策の現状 課題

【特定健康診査】 国民健康保険に加入している40歳から74歳までの人を対象に、生活習慣病の予防を目的とした健康診査です。

【国民健康保険】 病気にかかったりけがをしたときなどに安心して治療を受けられるように、加入者が普段からお金（保険税）を出し合
い、必要な医療費に充てることでお互いに助け合っていこうという公的医療保険制度です。

① 国民健康保険事業の安定的な運営
　年々増加する医療費の財源を確保するため、退職者医療該当者等の適用適正化を図るととも
に、関係部署との連携による収納率の向上や納税意識の啓発を行います。
　また、負担の公平を確保しつつ、国民健康保険制度の健全で安定的な運営を図っていきます。

② 国民健康保険加入者の健診受診率の向上
　生活習慣病の予防や医療費を抑制するため、国民健康保険加入者における特定健康診査につ
いて積極的な受診を奨励します。

③ 新医療制度改革への的確な情報の提供
　市民（被保険者）が不安なく平成25年度の新医療制度に移行できるよう、新しい医療制度
に関する積極的な情報提供を行い、安定的な医療制度の運営基盤を整えます。

指標名 指標の説明
目標値

その他
H21 H27

特定健康診査受診率 被保険者40歳以上の特定健
康診査対象者の受診率 36.1% 65.0% 受診者数÷受診対象者数

新医療制度の周知回数 新医療制度の市民への情報周知 ― 4回／年 1年間の周知回数
（ホームページの更新回数）

主な取り組み

施策指標

市民・地域の協力

・自らの健康管理に関心を持ち、積極的に健診を受診することが望まれます。
・国民健康保険税の期限内納付への協力が求められます。

本施策を推進する個別計画 戸田市国民健康保険特定健康診査等実施計画

健康診査受診率の向上
　特定健康診査及び後期高齢者健康診査の受診率の目標値を10年後には80％と高く設定し、その達成
のため、誰でも、いつでも健康診査を受けられるよう、例えば、健康診査の有料化が負担となり、受診
率が伸びない原因であれば、負担軽減策を講じるなどの施策を検討してほしい。

市民会議からの意見
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Ⅱ国民年金事務の円滑な運営

施策の目的

施策24

市民が国民年金※に関する各種の届出や相談をいつでも受けることができるよう、
諸届けの受付を円滑に行い、相談機能を充実します。

基本目標 分野誰もが健康でいきいきと生活できるまち ⑤ 社会保障Ⅱ

　国民年金制度への不安の増大に伴い、国民年金の
納付率が低下しています。
　また、経済不況の影響から、離職により厚生年金
から国民年金へ切り替える人が増加しており、保険
料免除申請者、納付特例申請者への対応と併せて、
国民年金事務の負担も増加傾向にあります。

　市民の年金に対する不安を解消する
ため、国民年金制度に関する説明や各
種届出事務を円滑に運営する必要があ
ります。

施策の現状 課題

【国民年金】
国が運営する公的年金制度です。20歳から60歳までの人は国民年金に加入し、保険料を納めます。そして老齢になっ
たときは老齢基礎年金、障がい者になったときは障害基礎年金、遺族になったときは遺族基礎年金を国から受け取る
ことができます。ただし、受け取りには、一定の納付要件を満たしている必要があります。

① 国民年金相談に関する円滑な事務運営
　市民の国民年金制度に関する理解が得られるよう、積極的な情報提供を行います。また、相
談者からの相談内容に応じて、柔軟に対応できる体制を充実させます。

指標名 指標の説明
目標値

その他
H21 H27

国民年金制度に関する
周知回数

国民年金制度に関する市民へ
の情報周知 9回 12回 ［指標算定式］

1年間の周知回数

主な取り組み

施策指標
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Ⅱ生活困窮者支援の充実

施策の目的

施策25

生活困窮者等の生活安定と自立を促すため、生活保護制度※の適正な運用を図る
とともに、相談者の事情に応じて、適切な支援・指導を行います。

基本目標 分野誰もが健康でいきいきと生活できるまち ⑤ 社会保障Ⅱ

　景気低迷による影響等により、生活保護を必要と
する世帯が増加しています。また、相談者の相談背
景も複雑化している傾向にあります。
　このことから、生活相談件数や生活保護申請数が
増加し、反面、生活保護を受けている世帯における
自立世帯数は伸び悩んでいます。

　生活相談件数や生活保護申請数が増
加する一方、自立世帯数は伸び悩んで
いるのが課題です。また、自立につな
がる就労支援対策の更なる充実が必要
です。

施策の現状 課題

【生活保護制度】 生活に困窮する国民に対し、健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう必要な保護を行い、その最低限
度の生活を保障するとともに、自立を助長することを目的とする制度です。

① 生活困窮者の自立
　生活に困窮する市民に対し適切な相談対応等を行い、その困窮度に応じ必要な保護を行うこ
とで、最低限度の生活を保障します。また、公共職業安定所と連携を強化し、就労等による自
立を支援します。

指標名 指標の説明
目標値

その他
H21 H27

自立世帯数 就労により生活保護から自立
した世帯数 10世帯 20世帯 ［指標算定式］

年間件数

自立支援プログラム
利用者数

専門員による自立に向けた就
労支援を行う相談延べ件数 352人 600人 ［指標算定式］

年間延べ相談件数

主な取り組み

施策指標

市民・地域の協力

　自立に向けた努力が求められます。

参考資料

被保護世帯及び被保護人員の推移（各年度月平均） 保護費の推移

年　度
被保護世帯 被保護人員
世　帯　数 人　員　数

平成17年度 1,029 1,482

平成18年度 1,008 1,377

平成19年度 1,001 1,311

平成20年度 1,012 1,297

平成21年度 1,103 1,416

年　度
保　護　費
金　額（円）

平成17年度 2,698,872,569

平成18年度 2,654,390,963

平成19年度 2,540,178,095

平成20年度 2,620,920,384

平成21年度 2,822,860,843

資料：生活支援課資料：生活支援課
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Ⅱ自立支援対策の推進

施策の目的

施策26

障がい者（児）が、その有する能力や適性に応じ、
自立し、安心して地域での生活を送れるようにします。

基本目標 分野誰もが健康でいきいきと生活できるまち ⑥ 障がい者 (児 ) 福祉Ⅱ

① 相談支援体制の充実
　障がい者（児）が地域で安心して生活できるように、障がい者（児）の意見をより行政に反
映できる相談支援体制を整備します。

② 障がい者の就労支援
　「戸田市障害者就労支援センター」による就労支援の充実を図るとともに、就労に関する関
係機関との連携により、障がい者が就労するための環境を整え、障がい者の就労を支援します。

③ 各種イベントへの障がい者（児）の参加促進
　戸田市が主催する各種イベントに、障がい者（児）が参加しやすい環境を整え、障がいの有
無によらない交流を促進します。

④ コミュニケーション手段の充実
　手話通訳者や要約筆記奉仕員の養成及び資質向上に取り組むなど、コミュニケーション手段
の充実に努め、障がい者（児）のコミュニケーションの円滑化を図ります。

⑤ 早期発見・早期支援するための体制の充実
　発達障がい児やその親が、幼児から小学生・中学生へと一貫した支援が受けられるよう関連
機関（教育委員会・福祉部・こども青少年部）との連携を深めるとともに、「とだっ子ファイ
ル※（サポート手帳）」などを発行し、支援体制を充実します。

指標名 指標の説明
目標値

その他
H21 H27

相談件数
相談支援事業所での障がい者
（児）や家族等からの年間相談
件数

5,592件 7,000件
［指標算定式］
障がい者の増及び事業所の周
知による増を見込む

就労者数
「戸田市障害者就労支援セン
ター」の支援を受けて就労に
至った障がい者の人数（年間）

22人 40人
［指標算定式］
障がい者の増及びセンターの
周知による増を見込む

とだっ子ファイル
（サポート手帳）の配布数

発達障がい児を育てる保護者
へのとだっ子ファイル配布数
（延べ）

－ 100冊

［指標算定式］
とだっ子ファイルの周知によ
り、発達障がい児の保護者へ
の配布数の増を見込む

主な取り組み

施策指標

市民・地域の協力

・障がい者（児）が地域で生活できるよう、障がい者ボランティアなどに参加し、障がいのある人と
のコミュニケーションに努めることが求められます。
・障がい者（児）の就労や職場環境の改善に関する理解が望まれます。

本施策を推進する個別計画 戸田市障がい福祉計画
戸田市障がい者計画

【とだっ子ファイル】 発達障がいを含む障がいのあるお子さんについて就学前から小学校へ、小学校から中学校へ、そして中学校卒業以降
へと、その子自身にとって必要な支援を保護者と各関係機関とが共有していくためのファイルです。

【発達障がい】 コミュニケーションの障がい、特徴的なこだわりなどの障がい、学習障がい、注意欠陥多動性障がいなどの先天的な様々
な要因によって特性が現れる障がいです。

【戸田市障害者就労支援センター】 就労支援員が、市内の障がい者やその関係者からの就労に関連する相談を受け、支援を行う施設です。

【相談支援事業所】 障がい者が福祉サービス等を利用しながら、地域で自立した生活ができるよう、様々な相談を受け、必要な助言や支
援を行う、障害者自立支援法に基づく事業所です。

　戸田市では、市内相談支援事業所※3か所で、障がい者（児）や保
護者、介護者などからの相談に応じるとともに、福祉サービスを利
用するにあたって必要な情報提供などの支援や、権利擁護のために
必要な援助を行っています。
　また、「戸田市障害者就労支援センター※」では、障がい者やその
家族、事業所などから就労全般の相談を受け、就労相談、職場開拓
（企業訪問）、就職準備支援など、就労に関する支援を行っています。
　一方、発達障がい※については、福祉保健センター（旧 医療保健
センター）で実施している5歳児健診や小学校に入学する前に行われ
る就学時健診でわかる場合が多く、各機関と連携を取りながら早期
の対応に努めていますが、組織的な体制の充実も求められています。
　しかし、戸田市民意識調査（平成20年度実施）の施策別意識調査
結果では、障がいのある方が自立した生活ができると感じている市
民の割合は、15.5%と非常に低い水準となっています。

　障がい者（児）が地域で自立し
て暮らしていくための様々な
ニーズに、十分対応しきれてい
ないことが課題です。
　また、障がい者には、様々な
ハンディキャップがあるため、
社会参加や就労などが制限され
るとともに、コミュニケーショ
ン不足も生じていることが課題
です。
　さらに、発達障がいについて
は、早期に発見し支援するため
の一貫性のある相談組織の未整
備など、支援体制が不十分です。

施策の現状 課題

市民会議からの意見
障がいのある人とない人の間のコミュニケーションの推進
　障がいのない人が障がいのある人の意識や課題に目を向け、お互い違和感なくコミュニケーションが取れ
て、お互いが普通に生活できるようにしていくことを目指すことが望ましい。各障がいに応じたコミュニケー
ション手段をまんべんなく生活に浸透させるため、障がい者やその家族、及び支援団体に対して、市として
バックアップしてほしい。
発達障がい者へのコミュニケーション支援
　発達障がいに関する相談においては、就学児、未就学児の別や、親への対応など、様々な場合に対処でき
るような体制を構築する必要がある。このため、福祉部だけでなく、こども青少年部こども家庭課や教育委
員会などの市の他部門との間で十分に連携を取って、市民からの相談に対応してほしい。
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Ⅱ障がい福祉環境の整備

施策の目的

施策27

障がい者（児）の活動拠点を充実させ、
障がい者（児）が地域で安心して生活できるようにします。

基本目標 分野誰もが健康でいきいきと生活できるまち ⑥ 障がい者（児）福祉Ⅱ

　戸田市では、障がい者（児）数は年々増加傾向にあ
ります。そこで、市内に障がい者福祉施設を設置し、
地域で生活している障がい者（児）が安心して充実し
た生活を送ることができるように、支援施設の整備
に取り組んでいますが、施設の数自体は不足してい
ます。
　また、障がい者福祉アンケートでは、身近なとこ
ろでの短期入所（ショートステイ）※を要望している障
がい者（児）が多い状況を反映した結果となりました。

　障がい者福祉施設への通所を希望す
る障がい者（児）の増加に応じた、市内
の施設の整備が課題です。
　また、「障害児放課後児童クラブ※」
を実施する施設も不足しています。
　現在、市内には短期入所（ショート
ステイ）サービスを利用できるための
施設がないので、整備する必要があり
ます。

施策の現状 課題

【障害児放課後児童クラブ】 特別支援学校等に通学する障がい児の放課後における集団生活と健全育成の場の確保を目的としたものです。

【短期入所（ショートステイ）】 介護者が病気などの場合に、短期間、夜間も含め、施設で、入浴・排泄・食事などの介護や日常生活上の支援サービス
を提供するものです。

① 通所施設の整備
　特別支援学校の卒業生の進路希望等を的確に把握し、既存の施設の状況を勘案しながら、新
たな施設の整備について検討していきます。
　精神障がい者の通所施設についても、移転や更なる運営支援について検討していきます。

② 「障害児放課後児童クラブ」の充実
　「障害児放課後児童クラブ」のニーズを的確に把握し、新たな施設での実施を検討するなど、
障がい児が放課後、安心して生活できる場所を増やしていきます。

③ 短期入所（ショートステイ）施設の整備
　関係部署と連携を取りながら、「健康福祉の杜 第２期整備事業」で建設する障がい者（児）
施設で、短期入所（ショートステイ）を利用できるようにします。

指標名 指標の説明
目標値

その他
H21 H27

通所施設利用者数
市内の障がい者通所施設利用
者数（各施設の1日平均利用者
の合計）

105人 150人 [指標算定式]
施設の新設の見込みによる増

放課後児童クラブ
利用者数

市内の「障害児放課後児童ク
ラブ」利用者数（各施設の1日
平均利用者の合計）

27人 50人 [指標算定式]
施設の新設の見込みによる増

主な取り組み

施策指標

市民・地域の協力

　障がい者（児）への理解を深め、障がい者（児）が地域で生活できるよう努めていくことが求められ
ます。

本施策を推進する個別計画 戸田市障がい福祉計画
戸田市障がい者計画

参考資料 障がい者手帳所持者の状況
身体障がい者手帳所持者 （単位：人）

療育手帳所持者（知的障がい者） （単位：人） 精神障がい者保健福祉手帳所持者 （単位：人）

年　度 総　数 1級 2級 3級 4級 5級 6級
（再　掲）

18歳未満 18歳以上
平成18年度 2,282 711 390 416 490 140 135 89 2,193

平成19年度 2,308 723 392 422 488 143 140 82 2,226

平成20年度 2,394 766 412 410 523 143 140 83 2,311

平成21年度 2,440 790 415 402 552 148 133 81 2,359

平成22年度 2,516 818 430 430 556 146 136 84 2,432

年　度 総　数 Ⓐ Ａ Ｂ Ｃ
（再　掲）

18歳未満 18歳以上
平成18年度 398 77 107 130 84 156 242

平成19年度 427 80 113 141 93 182 245

平成20年度 457 84 119 157 97 182 275

平成21年度 473 94 110 163 106 189 284

平成22年度 493 95 113 169 116 193 300

年　度 総　数 1級 2級 3級

平成18年度 197 20 119 58

平成19年度 239 14 142 83

平成20年度 298 20 184 94

平成21年度 352 30 215 107

平成22年度 378 33 227 118

資料：障害福祉課資料：障害福祉課

資料：障害福祉課
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Ⅲ

消防体制の充実

施策の目的

施策28

大規模災害や特殊災害発生等に備えて、消防施設及び資材等を充実するとともに、
消防職員、消防団※員のスキルアップを図ることにより
市民が安心して生活できるよう、消防体制の充実を図ります。

基本目標 分野安心して安全に暮らせるまち ① 消防・救急Ⅲ

　近年、大規模災害や新型インフルエンザ※患者の
集団発生等の多様な災害が発生しており、戸田市で
も安全で安心なまちづくりを推進するため、様々な
災害に対応できる消防職員、消防団員の育成や消防
体制が求められています。

　消防体制の充実については、大規模
災害、特殊災害に関する新たな専門的
知識や技術を持った人材の確保が必要
です。
　また、大地震に備えた耐震性防火貯
水槽の増設、消防緊急通信指令施設（指
令台）の機能強化の推進、消防車両の
更新等、計画的な整備を図る必要があ
ります。

施策の現状 課題

【消防団】 消防組織法に基づく自治的な消防機関で、条例により設置されます。地域住民を火災・水害から守るために活動します。
身分は、非常勤特別職の地方公務員です。

【新型インフルエンザ】 過去数十年間にヒトが経験したことのないタイプの、人類が抵抗力を持たないインフルエンザです。

① 消防団員の増員、消防職員の技能向上
　消防学校などの研修を通じて、大規模災害、特殊災害に関する新たな専門的知識や技術の習
得に努めます。また、地域での防災能力を向上させるため、女性消防団員の募集や機能別消防
団の組織化などを行います。

② 消防施設の整備
　大規模災害などの発生に備え、耐震性防火貯水槽の設置や、消防緊急通信指令施設の整備を
進めます。

③ 消防車両、防災備品などの計画的な整備
　消防自動車や消防無線などの防災活動に必要な備品の計画的な更新整備を行います。

指標名 指標の説明
目標値

その他
H21 H27

耐震性を有している
防火貯水槽など設置率

耐震性を有している防火貯水
槽など設置率（自然水利含む） 80.0% 84.0%

[指標算定式］
市内現有数÷国の算定方法に
基づいた数
[目標値設定の参考値］
耐震性貯水槽を毎年1基計画
整備

女性消防団員 団員に占める女性の割合 － 10.0%

[指標算定式］
女性団員÷団員総数国の示す
目標
[目標値設定の参考値］
総団員数の10%

主な取り組み

施策指標

市民・地域の協力

　災害発生時に速やかに避難場所に避難、誘導できるよう、日ごろから防災意識を持つことが求め
られます。
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救急体制の充実

施策の目的

施策29

救急救命士※の専門的な教育制度を充実させ、救急における市民の救命率向上を
図るため、救急体制の充実を図ります。

基本目標 分野安心して安全に暮らせるまち ① 消防・救急Ⅲ

　救急活動は、現場における迅速な対応が非常に重
要です。
　そこで、戸田市では、在住・在勤者を対象に救命
率向上を目的として、1人でも参加できる常設の救
命講習会を週3回開催するほか、団体については要
請に基づき随時実施していますが、市民の参加率は
低い状況です。
　また、救急現場での救急救命処置が認められてい
る救急救命士の配置を進めています。

救急体制の充実
　救急車を1台増加し維持するためには多額のコストがかかり現実的でないため、市内医療機関の空状
況を早期に把握するためのシステムの構築を進めてほしい。

　普通救命講習※に関する市民の積極
的な参加が課題です。
　また、拡大された救急救命処置を実
施するために、病院実習等による救急
救命士の育成が必要です。

施策の現状

市民会議からの意見

課題

【救急救命士】 厚生労働大臣の免許を受けて、医師の具体的な指示のもとに、心肺機能停止状態の傷病者に対して器具による気道確
保や静脈路確保など、一般の救急隊員にできない救急救命処置を行うことのできる救急隊員です。

【普通救命講習】 心肺蘇生法や止血法などの習得を目的とした講習です。

【AED】 急性心筋梗塞などを発症し、心電図上で心室細動（心臓の筋肉が小刻みに痙攣を起こしている状態）となった場合、心
臓に規則正しいリズムを取り戻させるため、心臓に強い電気的刺激（除細動）を行う装置です。

【埼玉県広域災害救急医療情報システム】 消防本部が病院からの情報を収集し、救急搬送に必要な空床状況や医師等スタッフの稼動状況など救急医療にかかわ
る支援体制を確保するための情報システムです。

① 普通救命講習会などの開催
　救急救命においては初期対応が大切なことから、多くの市民が受講しやすい救急講習会を開
催し、応急手当などの知識及び技術の普及に努めます。
　また、市民に対し救急講習などを通じて、AED※の取り扱いや救急車の適正利用を啓発します。

② 救急救命士の育成
　国から示された病院実習ガイドラインに基づき、救急救命士が技術の維持向上を図るため、
救命救急センターなどの高度医療機関等での病院実習を行うことにより市民の救命率の向上に
努めます。

③ 迅速かつ的確な救急搬送の実現
　「埼玉県広域災害救急医療情報システム※」を活用し、市内救急病院の受け入れ状況を把握し、
迅速かつ的確な救急搬送に努めます。

指標名 指標の説明
目標値

その他
H21 H27

普通救命講習会受講者数
生産年齢人口（15歳～64歳）
に対する普通救命講習会受講
者数

9.0% 20.0%

[指標算定式］
同会受講者数÷生産年齢人口
[目標値設定の参考値］
救命率の上昇が見込める講習
受講率

救急救命士資格者数 救急隊員数に対する救急救命
士資格者の割合 78.0% 100%

[指標算定式］
救急救命士資格者数÷救急隊
員数

主な取り組み

施策指標

市民・地域の協力

　家族や身近な人の救急に備えて、救急講習などを受講し、AEDや応急手当の知識や技術を習得
することが望まれます。

参考資料 救急出場件数

年 救急出場
(総件数)

救急事故種別
うち
不搬送急病 交通 一般 労災 加害 自損 運動 水難 火災 その他

平成18年 5,109 3,051 799 620 97 58 70 73 5 30 306 465

平成19年 5,215 3,031 796 636 103 59 77 56 4 50 403 571

平成20年 4,886 2,914 680 598 103 60 69 52 10 48 352 542

平成21年 4,702 2,833 642 589 74 59 92 74 4 25 310 562

平成22年 5,416 3,198 726 689 114 47 100 86 9 45 402 582

資料：消防本部警防課
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火災予防の推進

施策の目的

施策30

市民の火災予防に対する意識の普及啓発に努めるとともに、
建築物等に対する適切な指導を行うことで、火災から市民の安全を守り、
安心して暮らすことができるようにします。

基本目標 分野安心して安全に暮らせるまち ① 消防・救急Ⅲ

　戸田市では、火災による死者数を減少させるため、
住宅用火災警報器※の普及啓発活動を行っており、
戸田市の推計普及率は、平成22年6月現在68.9%
と全国平均の58.4%を上回っていますが、十分と
はいえない状況です。また、全防火対象物※の防火
管理者等の届出件数も全国平均を上回っていますが、
周知徹底が十分とはいえず、防火意識が完全には浸
透していません。

　住宅用火災警報器の全世帯への普及
が課題です。
　また、市民の火災予防意識の更なる
向上が課題です。

施策の現状 課題

【住宅用火災警報器】 火災発生時の煙または熱を自動的に感知し、警報音や音声で知らせてくれる機器です。戸田市では、平成20年6月1日
から既存の住宅を含みすべての住宅へ設置が義務づけられています。

【防火対象物】 建築物やその他の工作物をはじめ車両、船舶、山林など、その中に収容されているものも含めて、火災予防の対象と
なるすべてのものです。

【防火管理者】 消防法に基づき、一定の資格を有し、防火対象物の防火上の管理を行う者です。

【消防計画】 火災予防上または災害発生時に行わなければならない防火上必要な事項を定めた計画書です。

① 住宅用火災警報器の設置推進
　建物火災による死傷者を減らすため、消防法等による住宅用火災警報器の設置について、未
設置世帯への更なる普及促進に努めます。

② 火災予防対策
　防火管理者※が未選任の防火対象物（共同住宅）に対して、消防機関が立入検査、防火指導
等を実施し、火災予防対策の強化に努めます。

③ 地域の火災予防リーダーとしての人材育成の推進
　市民の火災予防意識の向上と日ごろの火災予防対策の重要性について、積極的な情報提供を
行います。また、市民の自主的（自助・共助）な火災予防活動を推進するため、リーダーとな
る人材の育成を行います。

指標名 指標の説明
目標値

その他
H21 H27

住宅用火災警報器の
設置率

住宅に設置する住宅用火災警
報器の設置率 65.1% 75.0%

[指標算定式］
住宅用火災警報器の設置が義
務付けられている住宅の設置
している割合（%）
[目標値設定の参考値］
住宅用火災警報器設置率埼玉
県下1位の市70% +5%目標

防火管理者及び消防計画※
の届出率
（共同住宅）

防火管理者の選任及び消防計
画の届出率の平均 51.0% 66.5%

[指標算定式］
防火管理者、消防計画が届出
されている防火対象物の割合
（%）
[目標値設定の参考値］
全国平均（66.5%）目標

消防訓練参加者
(共同住宅) 消防訓練参加者数 3,004人 3,272人

[指標算定式］
消防訓練の参加者数(人)
[目標値設定の参考値］
過去5年間の平均×平均伸び
率×5年分

主な取り組み

施策指標

市民・地域の協力

・火災を早期に発見できる住宅用火災警報器の重要性を理解し、設置に対する努力が求められます。
・市民が積極的に消防訓練に参加し、地域の防災リーダーとしての役割を果たすことが望まれます。
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地域防災力の強化

施策の目的

施策31

災害から市民を守るための地域防災体制の整備に努めるとともに、
市民一人ひとりが災害に対しての考え方や知識を持ち、防災意識を高め、
有事の際にはお互いに助け合うことのできるような地域づくりを目指します。
さらに、市民が安全で安心して暮らせる災害に強いまちの実現を目指します。

基本目標 分野安心して安全に暮らせるまち ② 防災Ⅲ

　近年、各地で大規模な地震が発生し、また集中豪
雨などによる水害の被害が発生していることから、
地域の防災力の強化が求められています。
　その一方、災害発生時に、自身に危険が迫ってい
る状況にもかかわらず、早期避難などの身の安全を
確保する人が少ないとの調査結果などから、住民の
防災に対する危機意識が昔に比べ低下しつつあると
いえます。
　また、浸水時や地震時の避難行動などについて、
古くからの市民による継承もなくなってきており、
災害時の対処方法を知らない市民が増加しています。

ハザードマップ※の配布、災害時の帰宅マップの作成
　新しく越してきた人は危険な場所や避難場所がわからないため、転入の際にハザードマップ等を配る
ようにする。また、災害の意識づけの効果もあるため、災害時の帰宅マップを作成する。

避難時の誘導者の育成・訓練
　避難場所を指定していても、必ずしも町会ごとに避難場所があるわけではないため、誘導できる人を
育成・訓練しておくべきである。

　戸田市の災害リスクのレベルがどの
程度になるのか、市民の理解を促進す
ることが必要です。
　また、単独世帯が増加傾向にあり、
市民同士のつながりが希薄化しつつあ
るため、災害時の相互協力を促す環境
の仕組みづくりが必要です。
　加えて、都市計画の観点からも、災
害の予防を推進していくことが必要です。

施策の現状

市民会議からの意見

課題

【ハザードマップ】 災害に対する意識啓発を目的とし、地震や洪水などの自然災害による、危険個所の確認や被害想定のほか、避難所や
災害時の心得などを記したものです。

【自主防災会】 自分の身は自分で守る自助と、地域の人々が互いに助けあう共助を有機的に繋げ、地域の防災活動に自主的に取り組
む町会・自治会と同一単位で活動する組織です。

① 自発的な防災対策を講じることのできる地域づくりの支援
　ハザードマップを活用し、荒川堤防が決壊した場合の危険性や市内全域が水に浸かってしま
う可能性があることを地域ごとに理解してもらいます。また、市民同士の話し合いを通じて、
災害に遭遇した場合の自発的な防災対策についての理解を深め、自発的な防災対策を講じるこ
とができるような地域づくりを支援します。

② 自主防災活動の支援
　地域の防災力の要となる、自主防災会※の活動を支援します。また、新たに戸田市に転入し
てきた市民に対しても、自主防災会への加入を促進する等、自主防災活動の必要性について啓
発し、市民同士が助け合うという共助の考え方を広めていきます。

③ 市民に対する防災啓発の強化
　より多くの市民に防災に対する知識を深めてもらうため、現在の防災に関する出前出張講座
に加え、市民ニーズに沿った形態や内容による防災啓発活動を強化します。

④ 防災都市づくり
　都市の防災性能の評価を行い、防災上の課題を抽出し、課題を解決するための都市防災の基
本方針の策定に努めます。
　あわせて、建築物の不燃化等を促進するために、防火・準防火地域の指定拡大に努めます。

指標名 指標の説明
目標値

その他
H21 H27

防災訓練参加人数 1自主防災会当たりの
平均参加人数 134人 178人

[指標算定式］
各年度の参加数÷実施自主防災会数
[目標値設定の参考値］
過去5年間の平均 ×平均伸び率×5年分

防火・準防火地域の
指定面積

戸田市において防火・準防火地
域指定をしている面積の総和 約21.1ha 約334.7ha

主な取り組み

施策指標

市民・地域の協力

・防災訓練等の参加機会を増やし、市民同士、地域同士のつながりを強めるなどといった、災害対
策を強化することが求められます。
・小学校などと協力して、子どもたちへの防災教育を実施することで、多くの方の防災に対する理
解が深まることが期待されます。
・地域住民とともに、防災キャンプなどの防災啓発活動を実施することで、参加者の防災理解が深
まることが望まれます。
・市が策定する都市防災の計画等への、理解と協力が望まれます。

本施策を推進する個別計画 戸田市地域防災計画

参考資料 防火・準防火地域の面積

名称 面積

防火地域 約14.5ha

準防火地域 約 6.6ha 資料：都市計画課
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防犯体制の強化

施策の目的

施策32

市民の誰もが安全で安心して暮らせるよう、
地域と連携した防犯対策を推進するとともに、防犯体制の強化を図ります。

基本目標 分野安心して安全に暮らせるまち ③ 防犯Ⅲ

　戸田市の刑法犯認知件数は、平成15年をピーク
に（4,610件）、市民に向けた犯罪情報の配信ツー
ルである「とだピースガードメール※」や各地域での
自主防犯パトロールなどの防犯対策の実施により、
平成21年中は2,464件まで減少しています。
　しかし、認知件数は減少しているものの、全体の
約3割を占める自転車盗の減少は鈍化しており、依
然として犯罪発生率は埼玉県下でも平成21年時
ワースト6位という状況で、市民も犯罪発生率が高
いまちとの認識があります。

防犯パトロールの継続
　防犯パトロールは継続が重要であるため、義務という考えではなく、自発的に続けられる環境をつく
らなければならない。

　戸田市の刑法犯認知件数の約3割を
占める自転車盗の対策が必要です。
　また、町会等が実施する自主防犯パ
トロールについては、実施場所や実
施時間帯等の固定化が懸念されていま
すので、警察官OBを効果的に運用し、
パトロール随行等を強化する必要があ
ります。
　さらに、防犯対策の効果を上げるた
め、市民に犯罪情報などを配信する「と
だピースガードメール」の新規登録手
続き方法を見直す必要があります。

施策の現状

市民会議からの意見

課題

【とだピースガードメール】 身近な犯罪情報や不審者情報などを、事前に登録したアドレスに電子メールでお知らせするシステムです。

① 自転車盗難被害防止キャンペーン活動の実施
　市内の刑法犯認知件数の約3割を占める自転車盗を減少させるため、自転車利用者の多い
市内3駅を中心に自転車盗難被害防止キャンペーンを実施します。また、被害は集合住宅な
どの自転車駐車場で多く発生していることから、集合住宅などを中心とした自転車の施錠及び
ツーロックの啓発広報を実施し、認知件数の減少を目指します。

② 自主防犯パトロール支援の充実
　市民の自主的な活動である自主防犯パトロールにおける警察官ＯＢの随行により、パトロー
ル時の注意点や実施方法に対する助言を行うとともに、より地域社会の連帯意識及び防犯意識
を高め、市民による自主防犯活動がより効果的に行われるよう支援します。

③ 「とだピースガードメール」の登録方法の見直し及び広報活動
　新規登録手続きにおける登録項目の簡略化など、現状の登録システムを改善し、あわせて新
1年生の小学生がいる家庭等を対象に「とだピースガードメール」のチラシ配布等を行うこと
で、新規登録者数の増加に努めます。
　また、警察と連携して防犯教室を開催するなど、市民の防犯意識高揚に向けた取り組みを推
進します。

指標名 指標の説明
目標値

その他
H21 H27

犯罪発生率 埼玉県内における
犯罪発生率の順位 6位 11位以下

パトロール支援 自主防犯パトロール支援
割合の維持 100% 100%

「とだピースガード
メール」加入者数

「とだピースガードメール」へ
の加入者数 1,107人 1,800人

[指標算定式］
人口×1.3％以上
[目標値設定の参考値］
愛知県春日井市人口×1.3%

主な取り組み

施策指標

市民・地域の協力

・自転車の施錠など身近な防犯の取り組みを実践することが求められます。
・市民が積極的に自主防犯パトロールに参加し、地域で防犯意識を高めることが望まれます。

参考資料 戸田市の過去の犯罪発生件数
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犯罪発生件数 うち自転車盗

資料：防犯くらし交通課
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交通安全対策の推進

施策の目的

施策33

地域社会と協働して、市民が交通事故に遭わないよう交通安全意識の普及啓発を
行い、交通安全対策を推進します。

基本目標 分野安心して安全に暮らせるまち ④ 交通安全Ⅲ

　戸田市では、警察署、交通安全協力団体等との協
働により、各季ごとに自動車運転手、自転車利用者、
歩行者への直接啓発や保育・幼稚園児、児童・生徒へ
のミニ信号機などを利用した交通ルールの教育指導
や高齢者団体等への実技等を含む交通安全教育を実
施しています。
　また、交通安全施設について、施設点検を実施し、
色分け舗装や交差点内発光びょう等の新設修繕を
行っています。
　しかし、戸田市では、高齢者と自転車が関連する
事故の死傷者数が、全事故死傷者数の47%（平成
21年）と高い状況にあります。

交通安全意識の向上
　交通マナーの普及、交通安全活動の連動と各組織の情報交換など、市民・企業、行政、警察との連携
強化による交通安全対策の推進を進めるとともに、学校との連携を図り交通安全教育を実施してほしい。

　交通事故防止のため、警察や行政な
どの関係機関が横断的に連携して、市
民の交通安全意識の高揚を図ることが
必要です。また、交通安全施設の定期
点検の実施や幅広い世代の市民に対す
る交通安全意識啓発を継続する必要が
あります。

施策の現状

市民会議からの意見

課題

① 関係機関等との共同による既存施設の点検実施
　交通安全施設設置か所の点検や道路の安全点検を関係機関と共同で実施し、要改善施設につ
いて早急な対応を図ります。

② 地域と協働した交通事故防止の啓発活動の実施
　地域の交通安全意識の向上を図りつつ、警察署や交通安全推進団体等との協働により、幅広
い世代の市民に対して、交通安全意識高揚の啓発を行います。

指標名 指標の説明
目標値

その他
H21 H27

交通事故発生総件数 人身、物損事故件数 2,629件 2,500件

［指標算定式］
埼玉県警事故統計
［目標値設定の参考値］
平成21年の5%減

交通安全教室参加人数 啓発教育の参加数 5,358人 6,000人

［指標算定式］
実数
［目標値設定の参考値］
期待値

主な取り組み

施策指標

市民・地域の協力

　交通安全に関する講習会に積極的に参加し、交通安全意識の醸成に努めるとともに、自転車利用
者、自動車運転者の立場からは、交通ルールを遵守し、交通マナーの向上を目指すことが望まれます。

参考資料 交通事故状況の推移

0
500

1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

人身事故件数物件事故数 人身事故死者数 

平成17

(件) (人)

平成18 平成19 平成20 平成21（年）

2,293
2,173 2,126

1,969 1,910

1,176 1,027 882 768 719

6
5

3 5
2

資料：防犯くらし交通課
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市民相談機能の充実

施策の目的

施策35

市民が安心して生活することができるよう、適切な助言や関係部署・機関と
連携する相談しやすい相談窓口や相談機能の充実を図ります。

基本目標 分野安心して安全に暮らせるまち ⑥ 平和と人権Ⅲ

　相続や子の親権、多重債務、人権侵害などの相談
件数は、平成21年度は1,220件であり、毎年増加
し続けています。
　このため、戸田市では平成21年に相談の入り口
となる「よろず相談」を設定し、現在、弁護士・司法
書士・税理士などによる9つの相談体制を設けてい
ますが、件数の増加や相談内容の複雑化等により、
速やかな対応ができていない状況にあります。

　近年の複雑化、専門化する相談内容
が増加しているため、より多くの相談
窓口や専門家による相談体制が必要と
なっています。

施策の現状 課題

① 相談窓口の周知徹底
　相談窓口に関するポスターを民間施設（金融機関・ショッピングセンター・駅など）に掲示
して、市民の相談窓口の利用を促進します。
　さらに、市のホームページや広報を活用し、相談窓口を周知するとともに、事例紹介による
情報提供に努めます。

② 相談体制の充実
　速やかに市民の相談に応じられるよう、地域の各士業団体と協議し、電話での相談や相談日
以外での相談対応を可能とするなど、相談体制の充実を図ります。

指標名 指標の説明
目標値

その他
H21 H27

よろず相談件数 市民の相談の入口としての
「よろず相談」の件数把握 392件 1,440件

月1回開催の
市民相談件数

よろず相談・法律相談・司法書
士相談を除く相談件数（土地
家屋調査士・税理士・社労士
（4h）・行政書士・人権・行政相
談（2h））

96件 216件 [指標算定式］
配布世帯数÷世帯数

主な取り組み

施策指標

市民・地域の協力

　安心した生活の一助として相談窓口を利用するとともに、友人・知人等にPRしてもらうことが望
まれます。
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平和意識の向上

施策の目的

施策36

基本目標 分野安心して安全に暮らせるまち ⑥ 平和と人権Ⅲ

　戸田市は、埼玉県内で最も平均年齢が低く、若い
世代が多く住むまちであり、家庭の中で戦争体験に
触れる機会が少ないことが現状です。
　世界平和の尊さを理解する市民を増やすためには、
次代を担う子どもたちへのアプローチが重要である
ことから、学校の夏休み期間中に親子で参加でき
る、埼玉県平和資料館の見学を主とした「平和バス
ツアー」や体験型の「夏休み子ども体験広場、すいと
んづくり～戦争中の食事を体験しよう～」といった
講座を実施しています。また、平和意識高揚のため、
庁舎への平和関連横断幕掲出を行っています。
　民間調査会社が平成21年に実施した15歳から
59歳1,000名に対するネット調査によれば、「世
界は平和であると思わない」と答えた人の割合が
86.3％であり、国際平和に必要なのは「子どもたち
への平和教育が必要」と答えた人が89.2％に上っ
ています。

　子どもたちをはじめ、より多くの市
民が平和について考える機会を設ける
ことが必要です。

施策の現状 課題

① 子どもたちに対する体験学習の充実
　次代を担う子どもたちへの平和の理解を深めるため、より参加しやすく魅力的な企画とした
施設見学や体験学習など、内容の充実を図っていきます。
　また、こどもの国、児童センター（プリムローズ）、図書館、郷土博物館などの子どもの集
まる施設と連携し、平和意識の醸成を図る事業の展開に努めます。

② 幅広い市民に対する平和事業のPR
　「広報戸田市」での平和に関する特集記事の充実を図るとともに、広報番組や公共施設等を
活用したPR活動、教育委員会と連携した平和事業のチラシ配布など、幅広い市民に平和事業
の情報が伝わるように取り組みを行っていきます。

指標名 指標の説明
目標値

その他
H21 H27

平和事業への参加者数 平和意識の高揚を目的とする
平和事業への参加者数 76人 80人

[指標算定式］
事業への参加者数
[目標値設定の参考値］
2講座の参加者総数

参加者の平和に対する
意識

事業参加者中、平和に対する
意識変化があった人数 ー 40人

[指標算定式］
事業への参加をきっかけとし
た意識変化の有無
[目標値設定の参考値］
2講座の参加者へのアンケー
ト結果による

主な取り組み

施策指標

市民・地域の協力

　家庭の中で、平和の尊さや平和であることの大切さについて、改めて考えることが望まれます。

子どもたちをはじめ、多くの市民に平和の尊さや平和であることが
大切であると考えてもらえるようにします。
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① 人権に関する啓発
　市民の人権問題に対する関心がさらに高まるよう、女性、子ども、障がい者、外国人、同和
問題など、テーマごとに人権に関する啓発を行い、市民の人権に関する理解を促進します。

② 基本的人権の正しい理解の推進
　すべての国民に保障される基本的人権への理解を深めるため、人権講座及び人権講演会を開
催します。

指標名 指標の説明
目標値

その他
H21 H27

人権問題についての
広報の回数

広報戸田市における人権に関
する掲載回数 4回 5回

人権講座開催回数
児童虐待、DV、同和問題な
どの人権問題を対象とした講
座の開催

4回 4回

人権講演会の参加者数 小・中学生の親を対象に開催
する人権講演会の参加者数 74人 120人

主な取り組み

施策指標

市民・地域の協力

　市民一人ひとりの立場から差別意識をなくし、他人の人権を侵害しないよう、人権に対する理解
と認識を持つことが望まれます。

人権意識の高揚

施策の目的

施策37

一人ひとりの人権が尊重された社会の大切さを理解し、差別のない地域社会の実
現によって、暮らしやすいまちとなるよう、市民がお互いの人権を尊重できる地
域社会の実現を目指します。

基本目標 分野安心して安全に暮らせるまち ⑥ 平和と人権Ⅲ

　人権の尊重が大切であることについて、多くの市
民に総論として理解されていますが、全国的には多
くの人権問題に関する差別事象が発生しており、児
童・高齢者虐待、同和問題、DV※、外国人差別、職
場におけるパワ一ハラスメント※などの問題が生じ
ています。
　そこで、今以上に一人ひとりが人権意識の高揚に
資する正しい知識と情報を共有することが重要です。

　人権問題の現状について、正しい知
識と情報によって、問題の存在を十分
に認識してもらう必要があります。
　また、差別や偏見を助長する誤った
理解や正しい知識の不足を解消し、差
別意識をなくすとともに、他人の人権
を侵害しないための取り組みが必要です。

施策の現状 課題

【ＤＶ】
「ドメスティック・バイオレンス」の略で、夫婦間や恋人などの親しい間柄での暴力のことを指します。身体的暴力のみ
ならず、性的暴力や言葉による精神的暴力なども含まれます。主に家庭内のことであるため、他人が介入しづらく被
害が表面化しにくいという問題があります。

【パワーハラスメント】 一般的に、職場での地位や権限を利用し、相手の人格や尊厳を傷つける言動により、その人や周囲の人に精神的な苦
痛を与え、働く環境を悪化させることとされています。116 117
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潤いのある緑地空間の創造

施策の目的

施策38

花や緑に囲まれながら、安らぎと潤いのある生活が送れるような
緑地空間を創造します。

基本目標 分野緑と潤いのあるまち ① 緑地・緑化Ⅳ

　戸田市は東京に隣接し、交通事情にも恵まれてい
ることなどから、都市化が進んでおり、市民が潤い
のある緑地空間の必要性を強く感じながらも、都市
の望ましい緑地空間を確保することが難しい状況に
あります。平成4年には、約65.0haあった市街化
区域農地が平成22年には、約16.1haと、約3割
以下にまで減少しています。
　そこで、緑地空間を増やすため、保存樹木※、生
垣設置及び屋上緑化の推進などの取り組みにより、
樹木や緑地の保全に努めています。
　また、国など関係機関との連携により、「環境共
生・創造マスタープラン※」に基づき、戸田市をモデ
ル地区とした「水と緑のネットワーク形成プロジェ
クト※」基本構想が策定され、河川、道路、公園、公共
施設、民有地などの多様な連携を図りながら、広域
的な水と緑のネットワークの形成を推進しています。

　市内の貴重な緑地空間などのひとつ
である保存樹木が減少しているため、
保存樹木の減少の抑制と各種緑化奨励
制度の推進、また、関係する行政機関
の協力や地元住民・NPO※法人・企業な
どの市民参加による緑の普及やネット
ワーク化が必要です。
　さらに、減少する都市農地や緑地の
保全も課題です。

施策の現状 課題

【保存樹木】 良好な緑を保全するため、一定基準を超えた民有地の樹木を市が指定するものです。同様に保存樹林もあります。

【環境共生・創造マスタープラン】
国土交通省関東地方整備局では、「個性ある美しい環境・景観と循環型社会※の構築」を目指すため、関東エリアにおけ
る環境・景観に関する望ましい地域の姿を広域的な立場から考え、自らが果たすべき役割や取り組むべき施策の方向性
について基本方針をまとめたものです。

【循環型社会】 地球環境を保全しつつ、限りある天然資源を大切にし、持続的な発展を遂げていくために、資源・エネルギーの大量消
費や廃棄物の発生を抑制するとともに、ごみの再資源化を推進する社会です。

【水と緑のネットワーク
形成プロジェクト】

都市の自然を守り、つなげていくことで、人にも生きものにもやさしい、潤いのある都市生活の実現を目指した国の
プロジェクトです。戸田市はそのモデル地区となっています。

【ＮＰＯ】
Non-Profi t Organizationの頭文字で、民間非営利団体の略です。ボランティア団体や公益的な法人を含む概念で、
収益を構成員に分配せず公益のために活動する民間の組織のことです。なお、平成10年に特定非営利活動促進法（Ｎ
ＰＯ法）が施行され、民間非営利団体が法人格を持って活動できるようになりました。

【生産緑地地区】
市街化区域内にある農地のうち、環境保全や災害防止に役立て、良好な都市環境を形成するよう、計画的に保全する
ために都市計画法及び生産緑地法に基づいて指定されたもので、今後の継続的な営農が義務付けられる一方、固定資
産税が一般農地並みの課税となる農地です。

① 保存樹木の指定や緑化奨励制度の推進
　保存樹木・屋上緑化・壁面緑化・生垣などの各種補助制度の市民の活用を促すため、各種補
助制度パンフレットの配布、広報及びホームページ等での啓発を強化します。

② 水と緑のネットワーク形成の推進
　都市の自然を守り、樹木、緑地、河川をつなぐ水と緑のネットワークを形成するため、河川、
道路、公共施設などを管理する関係機関との調整を進め、市民・民間企業への周知など、市民
参加による取り組みを推進します。

③ 都市農地の保全活用
　減少し続ける都市農地を保全するため、生産緑地の追加指定を継続して行います。

④ 市民緑地の指定
　減少し続ける宅地林や生産緑地外農地を緑地空間として活用するため、市民緑地の指定を行
います。

指標名 指標の説明
目標値

その他
H21 H27

公園の整備・緑化の推進
（満足率） 戸田市民意識調査結果による 56.2% 57.0%

緑あふれるまち
（満足度スコア） 戸田市民意識調査結果による 39.2% 40.0%

生産緑地地区※の
指定面積 同左 約4.33ha 約4.43ha

生産緑地地区の
追加指定面積 同左 ― 0.30ha

主な取り組み

施策指標

市民・地域の協力

•地球環境や緑の大切さを理解し、緑化の補助制度を活用することが望まれます。
•「水と緑のネットワーク形成」（戸田市地区）推進会議などへの参画を通じて、行政との協働によ
る取り組みが望まれます。
•都市農地の有する公益的機能への理解とともに、保全への協力が望まれます。

本施策を推進する個別計画 戸田市緑の基本計画
戸田市緑の指針

参考資料 生産緑地地区の面積

名称 面積

生産緑地地区 約4.33ha
資料：都市計画課
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緑地・緑道の整備促進

施策の目的

施策39

市民が緑と潤いのある環境の中で生活できるよう、
地域の植生を活かした公園の緑地・緑道などの空間を整備し、
身近な場所で、市民の誰もが気軽に集い、憩える場所を整えます。

基本目標 分野緑と潤いのあるまち ① 緑地・緑化Ⅳ

　戸田市では、公園整備や環境空間整備による緑地・
緑道の整備を実施しています。
　公園整備においては、都市公園88か所を含めた
162か所の公園があり、総面積が142.5haありま
す。都市公園だけで見ると市民一人当たりの面積は、
10.67㎡あり、埼玉県内の市町村の平均を上回っ
ています（平成22年4月1日現在）が、一方で荒川河
川敷周辺に偏るなど、適正配置が求められるところ
でもあります。
　環境空間の整備においては、東日本旅客鉄道株式
会社の有効活用のほか、市が行う緑地整備として低
木や中・高木による植栽や緑道の整備により、環境
空間全体の21.34％が緑地・緑道として整備されて
います。現在も環境空間の維持管理をするとともに、
新たな整備を進めていますが、関係機関との調整が
必要な空間であることから、スムーズに進まない状
況です。

　公園の適正配置と不足解消に向けた
整備が課題です。
　また、関係機関との調整による空間
の有効活用や、適切な維持管理も課題
です。

施策の現状 課題

【「華かいどう21」計画】 鉄道高架両サイドにある環境空間を、人々が集い花と緑により演出された華やかで安全、安心な歩行者空間として整
備するなど、21世紀における新しい都市空間整備計画です。

① 緑地確保のための関係機関との協議
　「戸田 華かいどう21」計画※に基づき、連続した緑地の配置を実現するため、東日本旅客
鉄道株式会社との協議を通じて、緑地の有効活用やこれに伴う様々な調整を行います。また、
市民ボランティアによる花壇の花の植え替えなど、市民との協働による維持管理にも努めます。

② 有効活用協議
　東日本旅客鉄道株式会社が有効活用を図る場所と市が緑地整備を行う場所を区分けし、環境
空間が有効に活用されるよう努めます。

③ 新規公園の整備
　国や埼玉県と協議・調整し、市民が集い、憩える公園を創設します。

指標名 指標の説明
目標値

その他
H21 H27

戸田市による環境空間
の緑地整備件数

ＪＲ埼京線沿いの環境空間を
戸田市が緑地・緑道として整
備した件数

4件 4件
［目標値設定の参考値］
平成22年度から平成27年度
までの件数

東日本旅客鉄道株式会
社による環境空間の有
効活用率

ＪＲ埼京線沿いの環境空間に
おいて、東日本旅客鉄道株式
会社により土地利用が行われ
ている比率

36.7% 38.8%
［目標値設定の参考値］
平成22年度から平成27年度
までの伸び率

新規公園の整備件数 新規公園の整備件数 1件 4件
［目標値設定の参考値］
平成22年度から平成27年度
までの整備件数

主な取り組み

施策指標

市民・地域の協力

•緑のボランティア活動による花植えや樹木の維持管理が望まれます。
•花壇の花植えボランティアや樹木の剪定などの維持管理を行うことが望まれます。

本施策を推進する個別計画 戸田市緑の基本計画
「戸田 華かいどう21」計画
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魅力ある公園づくり

施策の目的

施策40

市民にとって身近な憩いの場である公園について、
地域の景観や特色を活かし、
市民の誰もが安心して集うことのできる魅力ある公園をつくります。

基本目標 分野緑と潤いのあるまち ② 公園・水辺Ⅳ

　戸田市では、魅力ある公園を整備するため、公園
の新設・改修を実施する場合には、市民ワークショッ
プなどを通じて公園利用者の意見を反映させること
により、従来の行政主導の公園づくりから、その地
域のニーズにあった特色ある公園づくりへと整備方
針の転換を図っています。
　しかし、近年、公園利用者の一部にモラルの低下
が見られ、周辺の住環境に悪影響を及ぼすことが懸
念されています。また、バリアフリー法制定以前に
整備された都市公園については、高齢者や障がい者
にとって利用しにくい一面があります。

スポーツで人間育成に取り組むまち・体を活性化させるまち
•体を動かすことができる場所をつくる。
•女性や子ども、高齢者などみんなが遊べる公園を整備する。

　市民参加のワークショップなどによ
り、市民ニーズを踏まえた公園の整備
が課題です。
　また、公園利用者の適切な利用が促
進される取り組みが必要です。
　さらに、誰もが利用しやすく、また、
貴重な自然環境空間としての公園の整
備が課題です。

施策の現状

市民会議からの意見

課題

① 市民ワークショップによる「提案・参加型」公園の整備
　多くの市民が参加できる市民ワークショップにより、市民のニーズを的確に把握し、市民が
利用しやすい公園を整備します。

② 適切な公園利用の促進
　町会・自治会による月2回の公園清掃活動、「花いっぱい運動」でのボランティア活動、公
園での各種イベントなどを契機として、公園とのかかわりを持ってもらう取り組みを通じて、
適切な公園の利用を促進します。
　また、緑のボランティア活動の一環として、市民が公園の自主管理を行えるように剪定講習
会を行うなど、地域に根差した公園の自主管理を促進します。

③ 誰もが安心して集うことのできる公園づくり
　バリアフリー化の義務が都市公園にまで拡大されたことに伴い、既存公園について、基準を
満たす整備を行うため、必要な改良・改修工事を実施します。

指標名 指標の説明
目標値

その他
H21 H27

ワークショップの開催数 ワークショップ実施と
協働意識の醸成 － 3回

［目標値設定の参考値］
平成22年度から平成27年度
までで3回

公園の維持管理業務
委託件数

市民と町会・自治会による
維持管理業務委託の実施 1件 2件

［目標値設定の参考値］
平成22年度から平成27年度
までで1か所

バリアフリー対応
工事件数 バリアフリー対応工事 2件 5件

［目標値設定の参考値］
平成22年度から平成27年度
までで3か所

主な取り組み

施策指標

市民・地域の協力

•公園清掃活動や「花いっぱい運動」などのボランティア活動、公園での各種イベントへの参加が望
まれます。
•地域の魅力ある公園づくりへの積極的な参加が望まれます。

参考資料 市内公園整備状況（平成22年7月１日現在）

本施策を推進する個別計画 戸田市緑の基本計画

※公園緑地課管理公園等　162か所

都市公園
89か所 1,313,419m2

163か所
1,426,005m2

児童遊園地等
32か所 58,479m2

県の部分除く1,077,005m2

その他の公園
42か所 54,107m2

都市緑地
5か所 672,549m2

総合公園
3か所 415,000m2

近隣公園
5か所 83,758m2

街区公園
75か所 133,194m2

緩衝緑地
1か所 8,918m2

資料：公園緑地課
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水辺環境の整備

施策の目的

施策41

河川・水路などの水質の改善や環境の保全により、
市民が水の恵みを感じ生活ができるよう、水辺環境を整えます。

基本目標 分野緑と潤いのあるまち ② 公園・水辺Ⅳ

　河川の水質改善については、浄化施設による河
川水の浄化を実施するなど、水質改善に取り組み、
水質の基準として用いられる一般的な指標である
BOD※値において、一定の目標数値を達成していま
す。水路についても、臭気のもととなる堆積した汚
泥を取り除き、原因の解消に努めています。しかし、
上戸田川については、現在の浄化施設の稼働及び導
水だけでは、これ以上の水質改善が困難な状況にあ
ります。
　河川整備については、自然環境・景観に配慮した
自然石護岸、化粧パネル及び化粧型枠によるコンク
リート護岸の整備を実施しており、上戸田川では遊
歩道整備が完了しています。しかし、さくら川遊歩
道整備用地の一部について、歩道スペースの確保が
難しい区間があります。また、菖蒲川上流水路及び
上戸田川において、老朽化したフェンスが残され
ており、水辺の景観を損なっている状況です。　

河川の水質浄化
　あらゆる技術で水質を改善し、水の美しい環境を取り戻し、次世代に継承する。

　上戸田川の更なる水質浄化が課題です。
　また、安全性や景観性に配慮した
河川整備が課題です。

施策の現状

市民会議からの意見

課題

【BOD】 BOD（生物化学的酸素要求量）は水質の基準として用いられる一般的な指標で、水中の有機物を微生物が分解するとき
に必要な酸素量を表します。数値が高いほど水質が悪いことになります。

【清流ルネッサンスⅡ】

水環境の悪化が著しい河川、都市下水路、湖沼、ダム貯水池等において、国・県・市及び地域との協働で策定した「第二
期水環境改善緊急行動計画」に基づき、水環境改善施策を推進する事業です。
戸田市では、菖蒲川、笹目川及びこれに流入する河川が平成13年8月に対象河川として選定され、流域全体で様々な
水環境改善への取り組みを行うことを目的としています。

① 上戸田川上流部における水質改善の実施
　上戸田川本川については、上戸田川浄化施設による水質浄化を行うとともに、清流ルネッサ
ンスⅡ※導水事業により荒川の比較的きれいな水を菖蒲川上流、上戸田川上流から放流するこ
とで、水質の改善を継続的に実施します。また、汚泥の回収等を定期的に実施し、更なる水質
の改善を進めます。
　さらに、上戸田川上流の水路については、延長が1.6kmと大変長いため、適宜、該当か所
を選定し浚渫、改修を行うことで流下能力の保全に努め、臭気の解消を行います。

② さくら川遊歩道整備の推進
　さくら川については、荒川水循環センター処理施設上部供用開始に併せて、遊歩道を整備す
るため、測量及び予備設計を実施しました。また、遊歩道整備を推進するにあたっては、埼玉
県の用地が必要となっていることから、今後も埼玉県に対して、遊歩道整備の用地確保に向け
た働きかけを行います。

③ 自然環境に合わせた景観整備
　埼玉県による菖蒲川の景観整備（フェンスの改修）に併せ、菖蒲川上流水路及び上戸田川上
流部の約1,940ｍについて、フェンスの修繕及び改修を行います。また、老朽化したか所の
改修やフェンスの整備により、河川自然環境の改善を行います。

指標名 指標の説明
目標値

その他
H21 H27

水質の改善（BOD） 戸田市の管理河川の年平均値 5.1mg/ℓ以下 4.9mg/ℓ以下

［指標算定式]
BOD　4.17％削減
［目標値設定の参考値]
平成21年度　5.1mg/ℓ

さくら川遊歩道の整備 遊歩道整備延長 ー 250ｍ ［指標算定式]
荒川水循環センター延長の1/2

河川のフェンス改修 該当区間の河川・水路延長 ー 1,940ｍ

主な取り組み

施策指標

参考資料 上戸田川浄化施設による浄化効果

本施策を推進する個別計画 戸田市緑の基本計画
さくら川整備計画
上戸田川基本整備計画

0

2

4

6

8

10

B
O
D
(m
g/
L)

流入BOD濃度 放流BOD濃度

7.57.5

0.90.9

80
％
以
上
を
除
去

資料：河川課
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① 環境マネジメントシステムの啓発促進
　環境マネジメントシステムを導入している事業者間の連携を強化して、優れた取り組みの交
流やそのメリットを啓発することなどにより、事業者による環境マネジメントシステムの導入
促進を図ります。

② 負担を軽減した環境マネジメントシステムの検討
　先進自治体の地域版環境マネジメントシステムを調査・研究し、人的・経済的負担の少ない
マネジメントシステムを構築します。

指標名 指標の説明
目標値

その他
H21 H27

環境マネジメント
システムの取り組み
件数

各種環境マネジメントシステ
ムの認証件数 66件 100件 ［指標算定式］

市内の事業所数

主な取り組み

施策指標

市民・地域の協力

　環境マネジメントシステムの導入への理解と協力が望まれます。

本施策を推進する個別計画 戸田市環境基本計画

環境マネジメントシステムの推進

施策の目的

施策42

環境に配慮したまちづくりの仕組みを構築することで、
市民及び事業者が、高い環境意識を持てるようにしていきます。

基本目標 分野緑と潤いのあるまち ③ 地球環境保全Ⅳ

　戸田市では、全庁的な戸田市環境マネジメントシ
ステム※を構築し、市役所庁舎では、ISO14001※

の認証を取得しています。このマネジメントシステ
ムによる環境負荷※低減の取り組みにより、燃料使
用量の削減による経費節減や温室効果ガス※の削減
に効果を上げています。
　しかし、市内事業所では、ISO14001や簡易版
環境マネジメントシステムの導入が66事業所にと
どまっています。

　市民・事業者への環境マネジメント
システムの周知が課題です。また、事
業者の環境マネジメントシステム導
入に対する人的・経済的負担が課題と
なっています。
　さらに、家庭で取り組みやすい環境
マネジメントシステム制度の創設が課
題です。

施策の現状 課題

【環境マネジメントシステム】

企業などが自ら企業経営の中で排出物やエネルギー消費量を減らすことなど、環境への負荷を低減していくための「方
針・計画 （Plan）」を立て、それを「実施（Do） 」し、その達成度を「点検・評価（Check）」し、結果をもとに「見直し・改善
（Action）」するというPDCA サイクル※を繰り返して行うことで、継続的に環境負荷の削減が図れるような組織体制
にするための管理システムです。

【PDCA サイクル】 Plan-計画する、Do-実施する、Check-評価する、Action-改善するという4つのサイクルを繰り返し、継続的に事業
活動を改善させる手法のことです。

【ISO14001】 組織の環境への影響を持続的に改善するためのシステムの構築を含んだ環境マネジメントシステムに関する国際規格
です。

【環境負荷】 人の活動により環境に加えられる影響であり、環境の保全上の支障の原因となる恐れのあるものです。市では、ごみ
減量化を推進し、焼却量を少なくする取り組みを行っています。

【温室効果ガス】 大気を構成する気体であって、赤外線を吸収、および再放射するものです。主な温室効果ガスには、二酸化炭素、メタン、
一酸化二窒素、ハイドロフルオロカーボン、パーフルオロカーボン、六フッ化硫黄などがあります。128 129
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公害対策の推進

施策の目的

施策43

大気や水質などの環境汚染の発生や深刻化を防ぐことにより、
市民が快適に暮らせるよう、静かな環境ときれいな空気、
澄んだ水が流れる住みよいまちの実現を目指します。

基本目標 分野緑と潤いのあるまち ③ 地球環境保全Ⅳ

  戸田市では、環境汚染の防止策である環境監視体
制や発生源対策の充実により、大気汚染測定項目で
は、光化学オキシダント以外は環境基準を満たして
います。また、河川水質は一定の環境基準を満たし
ており、さらに、ダイオキシン類も同様に大気、土
壌共に環境基準を満たしています。
　その一方、自動車騒音は、広域幹線道路の一部で
要請限度※を超えているため、対策を講じるよう国
道管理者に要請を行っています。
　公害については、工場などからの悪臭、騒音、ば
い煙、建設作業に伴う騒音・振動などの苦情が寄せ
られるほか、近年では特に、空調機器の室外機騒音
など、生活環境に関する苦情が目立っています。

　環境基準等を超えたものについて、
埼玉県や道路管理者などの関係機関に
改善を要請する必要があります。
　また、工場などの公害問題、野外焼
却、河川の水質異常、建設工事の騒音・
振動などの苦情への対応が課題です。
　さらに、近年、法規制対象外の空調
機器の室外機や倉庫の作業音など、生
活騒音に関する苦情や相談が増加して
おり、これらについても行政としての
対応や取り組みが必要です。

施策の現状 課題

【要請限度】 自動車による騒音及び振動がこの値を超え、かつ周辺の生活環境が著しく損なわれる場合、公安委員会と道路管理者
へ要請できる基準です。

① 環境監視体制の充実
　大気汚染、河川などの水質異常、土壌汚染について、戸田市から埼玉県に情報を提供し、基
準値を上回る場合などは対応や問題解決に向けた協力を要請します。
　また、騒音・振動に関しても埼玉県などの関係機関へ協力を要請するほか、事業所などにも
改善を求めるなど、公害の発生や深刻化を防止するための迅速な対応を図ります。

② 環境汚染対策としての調査・指導等
　立入調査などにより苦情内容の確認と公害の発生源を明らかにした上で、改善要請などを行
います。また、公害内容によっては、埼玉県にも調査、指導などを依頼します。さらに、現地
調査により環境汚染の発生源について、状況確認や発生源事業者への改善要請などを行うほか、
苦情者と発生源事業者との利害関係の調整を図ります。

指標名 指標の説明
目標値

その他
H21 H27

環境基準等達成率
観測項目別測定地点の年間平
均値が環境基準等を満たした
数÷観測項目別測定地点数

85.0% 90.0%

［指標算定式］
測定項目の環境基準等達成率
［目標値設定の参考値］
平成21年度値5%増

公害苦情発生件数 公害に関する苦情の発生件数 89件 71件 ［目標値設定の参考値］
平成21年度値20%減

主な取り組み

施策指標

市民・地域の協力

　騒音、悪臭が発生した場合の市への通報や調査への協力など、環境汚染の防止や予防への協力が
望まれます。

参考資料 公害の苦情件数

本施策を推進する個別計画 戸田市環境基本計画

年度 総数 大気汚染 水質汚濁 騒音 振動 悪臭 その他

平成17年度 138 45 4 58 11 18 2

平成18年度 117 39 9 30 5 31 3

平成19年度 106 31 23 33 7 10 2

平成20年度 111 24 13 37 4 31 2

平成21年度 89 18 4 39 4 23 1

　資料：環境クリーン室
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温暖化対策

施策の目的

施策44

環境負荷の少ない新エネルギー※の導入や省エネルギー化の促進、エコライフの
普及による低炭素社会を推進し、市民の快適な暮らしの実現を目指します。

基本目標 分野緑と潤いのあるまち ③ 地球環境保全Ⅳ

　戸田市では、平成21年度に「戸田市地球温暖化対策条例」を制定
し、事業者の地球温暖化対策や建築物環境配慮に取り組んでいます。
　市内の公共施設における太陽光発電システムは、市役所ほか4か
所に設置しています。市民及び事業所においては、市の補助制度に
より、太陽光発電システムを延べ170件、高効率給湯器などを延
べ390件設置するなど、温暖化対策に取り組んでいますが、市民
の費用負担が重いため普及が進んでいない状況にあります。さらに、
温暖化対策としてのエコカーの導入も取得費用が高額なことや電気
自動車の導入も充電設備のインフラ※が未整備であることの理由か
ら普及が進んでいません。
　温暖化に対する意識については、省エネルギー意識啓発の「エコ
ライフDAY※とだ」を開催し、市民への普及啓発活動も行っていま
す。しかし、事業者による温暖化対策は、企業規模により取り組み
に差が見られます。

　太陽光発電システムや省エネ
機器の設置にかかる費用の負担
軽減が課題です。
　また、補助制度に地中熱の活
用や省エネ効果が高い住宅の高
断熱化などを促進するための補
助メニューの追加も必要です。
　さらに、エコカーの導入促進
等による温暖化対策が必要です。
　意識の面として、事業者への
温暖化に対する意識づけも課題
です。

① 新エネルギー、省エネ機器などによる温暖化対策の推進
　温暖化対策を推進していくため、公共施設へ太陽光発電システムの設置及び LED※など省
エネ照明機器の導入を計画的に行うとともに、補助メニューの追加を検討します。
　また、市民や事業者に対しては、太陽光発電システムや省エネ機器などの普及啓発活動を通
じて、その利用や設置を促進します。

② エコカーの導入促進とインフラ整備
　環境負荷の少ない電気自動車などのエコカーを市民や事業者が購入し、利用しやすくするた
めの補助制度の創設や安心して電気自動車などを利用できるインフラの整備を図ります。

③ 省エネルギー意識の意識啓発
　省エネルギー意識啓発の「エコライフDAYとだ」を開催し、市民への普及啓発活動を支援
するとともに、事業者等の温暖化に対する意識が強化されるよう働きかけます。

指標名 指標の説明
目標値

その他
H21 H27

公共施設への太陽光
発電システム設置 設置施設数 5基 25基

環境配慮型システム等
設置・環境配慮設備等
導入支援補助件数

補助件数の累計 560件 1,400件

主な取り組み

施策指標

市民・地域の協力

　太陽光発電システムや省エネ機器などの設置やエコライフDAYへの参加など、温暖化対策への
協力が望まれます。

本施策を推進する個別計画 戸田市環境基本計画

【新エネルギー】 現在使われている化石燃料や原子力などのエネルギーに対し、再生できる自然エネルギー（太陽光発電、風力発電や太
陽熱など）のように、導入が図られているエネルギーです。

【インフラ】 インフラストラクチャーの略です。構造基盤とされ、一般的には、産業基盤や社会的生産基盤のことをいいます。具
体的には、生産の基盤となる道路、鉄道、通信や生活の基盤となる学校、病院、公園などの施設をいいます。

【エコライフＤＡＹ】
1日「エコライフDAYチェックシート」を見ながら環境のことを考えた生活をして、CO2削減にチャレンジしようとい
う取り組みです。戸田市では2004年から参加し、市や各分野の市民団体等で構成する実行委員会を結成し、小中学
生や民間企業を中心に取り組まれています。

【ＬＥＤ】 「発光ダイオード」といわれる半導体のことで「Light Emitting Diode」の略です。

公共施設に太陽光発電設備を設置する
　公共施設が率先して太陽光発電を試験的であれ導入し、イニシャルコスト、ランニングコストなどのデー
タとその成果を示し、意識の醸成や普及につなげるべきである。
空気の浄化
　交通量が多いことに起因する空気の悪化は肺などの呼吸器官の疾患の原因となることもあり得るため、空
気をきれいにするための方策として、市内の緑化推進をすべきである。また、市が率先して、ハイブリッド
車、電気自動車やバイオディーゼル車などの環境対応自動車を取り入れる。
新エネルギーの活用
　下水処理場やごみ焼却場などの余熱利用やヒートポンプ利用の地域冷暖房の推進などによるエネルギー活
用システムを確立する。

施策の現状 課題

市民会議からの意見
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① 不法投棄防止対策の実施
　大量の廃棄物が投棄された地域をカメラで監視するなど、市内の不法投棄監視パトロールを
行い、不法投棄防止対策を充実します。

② マナーアップキャンペーンの実施
　「戸田市ポイ捨て等及び歩行喫煙をなくす条例」の周知を強化し、市民の喫煙マナーなどの
向上を目的とした取り組みを促進するなど、市民の環境保全意識の啓発に努めます。

③ 「戸田530( ゴミゼロ )運動推進連絡会」への支援
　空き缶やたばこの吸殻のポイ捨てを防止するための「戸田530( ゴミゼロ )運動推進連絡会」
による美化活動を支援するとともに、市民が気軽に環境の美化活動に参加できるよう美化運動
の啓発に努めます。

指標名 指標の説明
目標値

その他
H21 H27

不法投棄発生件数 不法投棄の発生件数 1,923件 1,500件 ［目標値設定の参考値］
平成21年度値20%減

歩行喫煙、ポイ捨て等
に関する市民の声にお
ける苦情の件数

歩行喫煙、ポイ捨て等に関する
市民の声における苦情の件数 11件 0件 ［目標値設定の参考値］

苦情件数0件が目標値

「戸田530（ゴミゼロ）
運動」参加者数 年間の参加者数 18,840人 22,600人 ［目標値設定の参考値］

平成21年度値20%増

主な取り組み

施策指標

市民・地域の協力

　自主的なマナーアップの取り組みや美化運動への積極的な参加が求められます。

本施策を推進する個別計画 戸田市環境基本計画
ごみ処理基本計画
戸田市一般廃棄物処理基本計画

環境衛生対策の充実

施策の目的

施策46

ごみのない、きれいなまち並みを維持し、
市民の快適で衛生的な暮らしの実現を目指します。

基本目標 分野緑と潤いのあるまち ④ 廃棄物・リサイクルⅣ

　戸田市の不法投棄は、平成21年度中に1,923件
発生しています。また、平成19年度に「戸田市ポイ
捨て等及び歩行喫煙をなくす条例」を制定し、市内
の歩行喫煙やポイ捨て、犬のふん放置を禁止し、公
衆衛生に努めていますが、依然、市民からの苦情が
多く寄せられています。
　また、戸田市は土日祝日を除く毎日、駅周辺の環
境美化のため清掃業務を行っており、地域の美化運
動として、町会・自治会をはじめ多くの団体が参加
する「戸田530(ゴミゼロ)運動※」を年4回実施して
います。しかし、近年は、こうした美化活動への参
加者が減少傾向にあります。

　市民からの苦情に見られるように不
法投棄防止対策をはじめ、歩行喫煙や
ポイ捨て、犬のふん放置禁止の周知徹
底が課題です。
　また、まちの美化運動に対する意識
が薄れつつあり、引き続き、市民や事
業者の環境意識の向上を図る必要があ
ります。

施策の現状 課題

【530運動】 市内の環境美化を図るための市民による一斉清掃運動です。戸田市では、年4回市内全域で行われます。
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施策 47 都市マスタープランの推進

施策 48 土地利用の秩序づくり

施策 49 新曽中央地区の整備

施策 50 新曽第一、第二地区の土地区画整理

施策 51 賑わいのある駅周辺市街地の形成

施策 52 安全な生活道路の整備

施策 53 安全な橋梁の整備

施策 54 道路網の整備・充実

施策 55 治水機能の向上

施策 56 住まいの安定的な確保

施策 57 良好な住環境の形成

施策 58 協働による地区の景観形成の推進

施策 59 公共施設等の景観形成の推進

施策 60 デザインによる景観形成の推進

施策 61 効率的な上下水道事業の運営

施策 62 上水道の充実

施策 63 公共下水道の普及促進

施策 64 地域公共交通網の充実

施策 65 駅周辺自転車対策

① 土地利用

② 市街地整備

③ 道路
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⑤ 住宅
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⑦ 上下水道
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施策 66 新たな産業の創出支援

施策 67 労働環境の整備

施策 68 中小企業の経営基盤の支援

施策 69 地域産業の支援

施策 70 地域資源を活かしたシティセールス

施策 71 都市型農業の振興

① 産業創出・育成
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③ 地域資源
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施策 72 地域コミュニティの活性化

施策 73 ボランティア・市民活動の支援

施策 74 男女共同参画の推進

施策 75 情報の公開・個人情報の保護

施策 76 広報活動の充実

施策 77 地域情報化の推進

施策 78 行政情報化の推進

施策 79 国際・国内交流の促進

施策 80 市内在住外国人への支援の充実
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施策 81 地域力の向上

施策 82 経営体制の確立

施策 83 進行管理システムの確立と実施

施策 84 住民基礎情報の管理

施策 85 民間活力の導入

施策 86 財源の確保

施策 87 職員の育成による組織の活性化

施策 88 健全な財政運営

施策 89 施設の計画的な管理

施策 90 市政の透明性の確保

① 市民とともにつくる地域経営

② PDCAを活用した行政経営

③ 効率的な行政運営
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地域力の向上

施策の目的

施策81

市民が市政に参加することにより、市民一人ひとりが培ってきた経験や能力を地
域課題の解決に活かす活動を通じて、「地域のつながり」や地域の問題を市民自ら
が解決していく「地域力」を高め、魅力と活気にあふれたまちを目指します。

目標 分野

【自治基本条例】

【パブリック・コメント】

① 新たなまちづくりのルールへの市民参加の促進

指標名 指標の説明
目標値

その他
H21 H27

自治基本条例 の制定

パブリック・コメント
制度による提案意見数

主な取り組み

施策指標

市民・地域の協力



目
標

目
標

経営体制の確立

施策の目的

施策82

首長のリーダーシップに基づき、市政の目指すべき方向を明確に定め、市民の意
見を適切に反映しながら、行政計画に基づいた政策・事業の展開を着実に進めます。
また、市政課題の解決に向け科学的な分析に基づく政策形成を行うとともに、行
政内部の政策形成力の向上を図ります。

目標 分野

【行政評価】

① 組織横断的な執行体制の確立

② 戸田市政策研究所による政策立案機能の充実

指標名 指標の説明
目標値

その他
H21 H27

戸田市第4次総合振興
計画前期基本計画の達
成状況

戸田市政策研究所提言
の施策・事業化率

主な取り組み

施策指標



Plan
総合振興計画

PDCAサイクル

Check
達成状況の評価
課題の認識

Do
事業の実施

Action
事業の改善

目
標
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標

進行管理システムの確立と実施

施策の目的

施策83

戸田市第4次総合振興計画を実現するために、
計画を確実に実現できるシステムを構築します。

目標 分野

【行政評価】

① 施策評価を含む有効なPDCAサイクルの構築

指標名 指標の説明
目標値

その他
H21 H27

施策レベルの
評価システムの確立

主な取り組み

施策指標

市民・地域の協力

【PDCAサイクル】
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戸経企第８７１号
平成22年４月５日

戸田市総合振興計画審議会会長　様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　戸田市長　神　保　国　男

　　戸田市第４次総合振興計画基本構想・基本計画（案）について（諮問）

　戸田市総合振興計画審議会条例第１条の規定に基づき、「戸田市第４次総合振興計画基本構
想・基本計画（案）」について、貴審議会の意見を求めます。

平成22年８月17日

戸田市長　　神保　国男　様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　戸田市総合振興計画審議会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会長　　牛山　久仁彦

戸田市第４次総合振興計画基本構想・基本計画（案）について　（答申）

　平成22年４月５日付け、戸経企第871号において、当審議会に諮問のありました戸田市第４
次総合振興計画基本構想・基本計画（案）について、当審議会において慎重に審議を重ねた結果、
下記のとおり答申いたします。

記

　戸田市第４次総合振興計画基本構想・基本計画（案）は、戸田市総合振興計画市民会議からの
提言書を踏まえるなど市民の意見を反映したものとなっており、今後の市政運営の基礎となる
計画と確信いたしております。
　なお、今後の戸田市第４次総合振興計画基本構想・基本計画の推進に向けて、次のとおり意
見を付しますので十分に配慮されるようお願いいたします。

１．基本構想において、将来都市像として示された「みんなでつくろう　水と緑を活かした　
幸せを実感できるまち　とだ」の実現に向け、実施計画の策定をはじめとした積極的・弾力
的な取り組みを展開してください。

２．基本計画に掲げる施策の実現に向け、市民と行政との協働による、市民主体のまちづくり
を進めてください。

３．基本計画に掲げる施策の実現に向け、執行状況の評価をはじめ、マネジメントサイクルに
よる進行管理を実現し、その進捗状況を市民に公表してください。

４．基本計画に掲げる施策の実現に向けた組織体制を整備し、全庁的な連携を密にして組織全
体で取り組んでください。

５．基本構想・基本計画の策定に当たっては、市民意識調査や戸田市総合振興計画市民会議か
らの提言書など、市民の方々から多くのご意見・ご提案をいただきましたので、今後、事
業を実施する際にも、これらの意見を十分踏まえて取り組んでください。
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